
事務総局会議（第17回）議事録

平成30年6月26日 （火）午前10時00分～午前11時47分日時

場所 総局会議室

出席 今崎事務総長，中村総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，平田民事

局長兼行政局長安東刑事局長，村田家庭局長，徳岡秘書課長兼広報課
長，佐伯情報政策課長石井審議官

-孝二
〆日

「司法行政文書の管理について（通達） 」等の一部改正について

徳岡秘書課長説明（資料第1）

平成30年度外国出張計画について

徳岡秘書課長説明（資料第2）

平成30年度民事事件担当裁判官等事務打合せの南催について

平田民事局長説明（資料第3）

平成30年度簡易裁判所刑事事件担当裁判官協議会の開催について

安東刑事局長説明（資料第4）
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亨琴寵壱譜料亭（

(平成30． 6． 26秘書課）

｢司法行政文書の管理について（通達） 」等の一部改正について

（配布資料目録）

1 「司法行政文書の管理について」の一部改正について（通達）案

2 「最高裁判所における司法行政文書の管理の実施等について」の

改正について（通達）案

3 「下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について」の

の

の

一部

｛
部一

改正について（通達）案
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（庶い－04）

平成30年①月●日
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最高裁判所大法廷首席書記官
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最高裁判所事務総長今崎幸彦

、

「司法行政文書の管理について」の一部改正について（通達）

平成24年12月6日付け最高裁秘書第003545号事務総長通達「司法行政貝

管理について」の記を別紙(1)のように，別表を別紙(2)のように改正します。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

付記

この通達は，平成30年②月＠日から実施する。

｢司法行政文書の

へ

夕



別紙(1)

記

第1 総則

1 趣旨

裁判所における司法行政文書の管理については，法律及びこれに基づく命令

並びに最高裁判所規則，最高裁判所規程及び通達（第2の6において「法令等」

という。 ）に特別の定めがある場合を除くほか， この通達の定めるところによ

る。

（ 2 定義

この通達における用語の意義は，次に定めるところによる。

（1） 司法行政文書裁判所の職員が職務上作成し，又は取得した司法行政事務

に関する文書，図画及び電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。 ）であっ

てj裁判所の職員が組織的に用いるものとして，裁判所が保有しているもの

をいう。

(2)事務総局等の課最高裁判所事務総局分課規程（昭和22年最高裁判所規

程第5号）に定める事務総局の課及び局の課，司法研修所事務局分課規程（

昭和24年最高裁判所規程第14号）に定める事務局の課，裁判所職員総合

研修所事務局分課規程（平成16年最高裁判所規程第3号）に定める事務局

の課並びに最高裁判所図書館分課規程（昭和34年最高裁判所規程第4号）

に定める課をいう。

(3)最高裁判所の裁判部大法廷首席書記官等に関する規則（昭和29年最高

裁判所規則第9号）に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する

組織をいう。

(4) 下級裁判所の課下級裁判所事務処理規則（昭和23年最高裁判所規則第

16号）第24条第1項から第4項までの規定及び同条第10項の規定に基

、



づく定めによ･り，高等裁判所，地方裁判所，家庭裁判所及び簡易裁判所に置

かれた課をいう。

(5) 下級裁判所の裁判部大法廷首席書記官等に関する規則に定める首席書記

官及び首席家庭裁判所調査官等に関する規則（昭和57年最高裁判所規則第

4号）に定める首席家庭裁判所調査官が指導監督する職員が属する組織をい

芦

フ。

(6) ファイル能率的な事務の処理及び司法行政文書の適切な保存に資するよ

う，相互に密接な関連を有する司法行政文書（保存期間及び保存期間の満了

する日を同じくすることが適当であるものに限る。 ）を一の集合物にまとめ

たものをいう。

(7) ファイル管理簿ファイルの管理を適切に行うために， ファイルの分類，

名称，保存期間，保存期間の満了する日及び保存場所その他の必要な事項を

記載した帳簿をいう。

(8)文書管理システム司法行政文書の受理，起案，発送，保存，廃棄その他

司法行政文書の管理を総合的に行うための情報システムをいう。

(9)移管公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号）第14条

第1項の規定に基づく最高裁判所長官と内閣総理大臣との協議による定め（

同法附則第3条の規定により同法第14条第1項の規定に基づく協議による

定めとみなされるものを含む。 ）に基づき，内閣総理大臣に司法行政文書を

移管することをいう。

司法行政文書の管理体制

総括文書管理者

(1)最高裁判所，高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所に総括文書管理者を

置く。

(2)総括文書管理者は，最高裁判所においては秘書課長とし，高等裁判所，地

方裁判所及び家庭裁判所（以下「高等裁判所等」 という。 ）においては事務

（

、
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局長（知的財産高等裁判所事務局長を除く。 ） とする。

｜ 総括文書管理者の事務は，次のとおりとする。

ア最高裁判所の総括文書管理者は，最高裁判所における司法行政文書の管．

理について，次に掲げる事務を行うものとする。

（ｱ） ファイル管理簿の調製

（ｲ）移管に関する事務

（ｳ）移管・廃棄簿の調製

㈲司法行政文書の管理に関する必要な改善措置の実施

㈱司法行政文書の管理に関する研修の実施

（力）組織の新設，改正及び廃止に伴う司法行政文書の管理に関する必要な

措置の実施

㈱所管換え先の指定

（ｸ） この通達の実施に関し必要な細則の整備

㈲その他司法行政文書の管理に関する事務の総括

イ高等裁判所等の総括文書管理者は，その所属する裁判所（地方裁判所に

あっては，管内の簡易裁判所を含む。 ）における司法行政文書の管理につ

いて，次に掲げる事務を行うものとする。

（ｱ） アの例から例まで（(ｲ)及び(切を除く.。 ）に掲げる事務

（ｲ）廃棄簿の調製

（ｳ） 司法行政文書の管理状況についてのその所属する裁判所の長への報告

副総括文書管理者

最高裁判所及び高等裁判所等に副総括文書管理者を置く。

副総括文書管理者は，最高裁判所においては最高裁判所の総括文書管理者

が指名する者とし，高等裁判所等においては事務局総務課長とする。ただし，

高等裁判所等の長は，事務局総務課長に代えて文書企画官を副総括文書管理

者とし，又はその庁の実情により特に必要があるときは，事務局総務課長に

(3)
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加えて知的財産高等裁判所事務局庶務第一課，庶務第一課，庶務課若しくは

事務部第一課の長を副総括文書管理者とすることができる。

（3） 副総括文書管理者は，総括文書管理者を補佐するものとする。

3文書管理者

（1）事務総局等の課，最高裁判所の裁判部，下級裁判所の課及び下級裁判所の

裁判部（以下「課等」 という。 ）に文書管理者を置く。

（2）文書管理者は，次のとおりとする。

ア事務総局等の課事務総局等の課の長

イ最高裁判所の裁判部訟廷事務に係る司法行政文書については訟廷首席

書記官，最高裁判所の裁判部の庶務に関する事項に係る司法行政文書につ

いては総務局第一課長

ウ下級裁判所の課下級裁判所の課の長。ただし，高等裁判所等の長は，

必要があるときは,事務局総務課長に加えて文書企画官を事務局総務課の

文書管理者とすることができる。

エ下級裁判所の裁判部第1の2の(5)に定める首席書記官及び首席家庭裁

判所調査官。ただし，高等裁判所等の長は，支部及び簡易裁判所において

必要があるときは， これらの者に加えて， これらの者に準ずる者を文書管

理者とすることができる。

（3）文書管理者の事務は，次のとおりとする。 ・

ア最高裁判所の文書管理者は，その所属する事務総局等の課又は最高裁判

所の裁判部の所管する事務に関する司法行政文書の管理の実施の責任者と

して，その管理する司法行政文書について，次に掲げる事務を行うものと

する。

け）保存

（ｲ）保存期間が満了したときの措置の設定

（ｳ） ファイル管理簿への記載及びその記載の削除

（
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㈲保存期間及び保存期間の満了する日の延長並びに廃棄

㈱移管・廃棄簿への記載

（力） 管理状況の点検

㈱司法行政文書の作成，整理及び保存その他の司法行政文書の管理に関

する職員の指導

イ高等裁判所，地方裁判所，家庭裁判所及び簡易裁判所の文書管理者は，

その所属する下級裁判所の課又は下級裁判所の裁判部の所管する事務に関

する司法行政文書の管理の実施の責任者として，その管理する司法行政文

書について，次に掲げる事務を行うものとする。

（ｱ） アの(ｱ)から㈱まで（(ｲ)及び鮒を除く。 ）に掲げる事務

（ｲ）廃棄簿への記載

（4） 高等裁判所等の長は， (2)のウのただし書の定めにより，文書企画官を文書

管理者とした場合には，事務局総務課長及び文書企画官の事務の分掌を定め

るものとする。

4文書管理担当者

（1）課等に文書管理担当者を置く。ただし，下級裁判所の課及び下級裁判所の

裁判部において，文書管理担当者を置くことなく適正に司法行政文書の管理

を行うことができると文書管理者が認める場合にあっては， この限りでない。

（2）文書管理担当者は，次のとおりとする。ただし，課等のうちア， ウ又はエ

に掲げるものにおいて，その実情によりこれによることができないときは，

それぞれア， ウ又はエに定める者に準ずる者のうち，文書管理者が指名する

者を文書管理担当者とすることができる。

ア事務総局等の課審査官，課長補佐，職員管理官補佐，厚生管理官補佐

又は専門官のうち文書管理者が指名する者

イ最高裁判所の裁判部文書管理者が協議の上指名する訟廷首席書記官補

佐

（
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ウ下級裁判所の課企画官，課長補佐，専門官又は係長のうち文書管理者

が指名する者

エ下級裁判所の裁判部訟廷管理官，訟廷副管理官，主任書記官，係長，

総括主任家庭裁判所調査官又は主任家庭裁判所調査官のうち文書管理者が

指名する者

（3）文書管理担当者は，文書管理者を補佐するものとする。

（4） (2)の定めにより文書管理担当者を指名した場合には，文書管理者は，速や

かに総括文書管理者にその者の氏名又は職名を報告しなければならない。

5 監査責任者

（1）最高裁判所及び高等裁判所等に監査責任者を置く。

（2） 監査責任者は，次のとおりとする。

ア最高裁判所秘書課参事官のうち最高裁判所の総括文書管理者が指名す

る者

イ高等裁判所，東京地方裁判所及び大阪地方裁判所文書企画官

ウ地方裁判所（イに掲げる地方裁判所を除く。 ）及び家庭裁判所事務局

総務課長

（3）監査責任者は，その所属する裁判所（地方裁判所にあっては，管内の簡易

裁判所を含む。 ）が保有する司法行政文書の管理の状況について監査を行う

． ものとする。

（4）監査責任者は，その指名する者に， (3)に定める監査を行わせることができ

（

氏

る。

6職員の責務

職員は， この通達及び関連する法令等並びに総括文書管理者及び文書管理者

の指示に従い，司法行政文書を適正に管理しなければならない。

第3 司法行政文書の作成

1 職員は，文書管理者の指示に従い，裁判所における経緯も含めた意思決定に



至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け，又は検証することができ

るよう，処理に係る事案が軽微な･ものである場合を除き，司法行政文書を作成

しなければならない。

2職員は，別表「事項」の欄に掲げる事項に係る業務を行うときは，同表「業

務の区分」の欄に掲げる業務の区分に応じ，それぞれ同表「業務に係る司法行

政文書の類型」の欄に掲げる司法行政文書の類型を参酌して，文書を作成する

ものとする。

3 1に基づき，裁判所内部の打合せ又は裁判所外部との折衝等を含む，別表「

事項」の欄に掲げる事項に関する業務に係る政策立案，事務の実施の方針等に

影響を及ぼす打合せ等（5において「打合せ等」 という。 ）の記録については，

文書を作成するものとする。

4文書の作成に当たっては，文書の内容の正確性を確保するため，その内容に

ついて原則として複数の職員による確認を経た上で，文書管理者が確認するも

のとする。文書の作成について指示があったものについては，その指示を行っ

た者の確認も経るものとする。

5裁判所の外部の者との打合せ等の記録の作成に当たっては，裁判所の出席者

による確認を経るとともに，可能な限り， 当該打合せ等の相手方（5において

「相手方」 という。 ）の発言部分等についても，相手方による確認等により，

正確性の確保を期するものとする。ただし，相手方の発言部分等について記録

を確定し難い場合には，その旨を判別できるように記載するものとする。

第4 司法行政文書の整理

1 司法行政文書の整理の方法

職員は，次に定めるところにより，司法行政文書の整理を行わなければなら

ない。ただし，内容が軽微かつ簡易な司法行政文書であって，その保存期間を

1年以上とする必要のないものについては， この限りでない。

（1） 作成し，又は取得した司法行政文書について分類し，名称を付するととも

（
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に，保存期間及び保存期間の満了する日を設定する。

（2） 相互に密接な関連を有する司法行政文書をファイルにまとめる。

（3） (2)のファイルについて分類し，名称を付するとともに，保存期間及び保存

期間の満了する日を設定する。

2分類及び名称

(1) 1の(3)の定めによりファイルを分類するときは，裁判所の事務の性質，内

容等に応じて系統的に，かつ， 3段階の階層構造に分類しなければならない。

この場合において， ファイルが別表「業務の区分」の欄に掲げられた業務に

関するものであるときは，同表の定めを参酌しなければならない。

（2） 1の(3)の定めによりファイルに付する名称は，分かりやすいものとしなけ

ればならない。

3保存期間

（1） 文書管理者は，その所属する課等の所管する事務に関する司法行政文書に

ついての標準文書保存期間基準（以下「保存期間表」 という。 ）を定め， こ

れを公表.しなければならない。

（2）保存期間表の保存期間は，次に定めるところにより定めるものとする。た

だし，高等裁判所，地方裁判所，家庭裁判所及び簡易裁判所においては，秘

書課長が定める保存期間表の例に準じて定めることができる。

ア別表「業務に係る司法行政文書の類型』の欄に掲げる司法行政文書の類

型に該当する司法行政文書（イにおいて「類型該当文書」 という。 ）につ

いては，同表「保存期間」の欄に定める保存期間により定める。

イ類型該当文書以外の司法行政文書については，別表の定めを参酌し， 当

該司法行政文書に係る事務の性質，内容等を考慮して定める。

ウ最高裁判所においては，公文書等の管理に関する法律第2条第6項に規

定する歴史公文書等（エにおいて「歴史公文書等」 という。 ）に該当する

司法行政文書については， 1年以上の保存期間を定める。

（
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エ歴史公文書等に該当しない司法行政文書であっても，司法行政が適正か

つ効率的に運営され，国民に説明する責務が全うされるよう，意思決定に

至る過程及び裁判所の事務の実績の合理的な跡付け又は検証に必要となる

司法行政文書については，原則として1年以上の保存期間を定めるものと

する。

(3) 司法行政文書の保存期間の設定は，保存期間表に従い，行うものとする。

(4)保存期間の設定においては，次に掲げる類型に該当する司法行政文書その

他の内容が軽微かつ簡易な司法行政文書であって，保存期間を1年以上とす

る必要のないものは， (2)のウ又はエに定めるものを除き，その保存期間を1

年未満とすることができる。

ア正本又は原本が別に管理されている司法行政文書の写し

イ定型的又は日常的な業務連絡， 日程表等

ウ出版物や公表物を編集して作成した司法行政文書

エ所管する事務に関する事実関係の問合せへの応答に係る司法行政文書

オ明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった司法行

政文書 、

力意思決定の途中段階で作成したもので， 当該意思決定に与える影響がな

いものとして，長期間の保存を要しないと判断される司法行政文書

キ保存期間表において，保存期間を1年未満とすることが適当なものとし

て，業務単位で具体的に定められた司法行政文書

(5)保存期間の設定においては，通常は1年未満の保存期間を設定する類型の

司法行政文書であっても，重要又は異例な事項に関する情報を含む場合など

合理的な跡付け又は検証に必要となるものについては， 1年以上の保存期間

を設定するものとする。

(6) 司法行政文書の保存期間の起算日は， 当該司法行政文書を作成し，又は取

得した日 （以下「文書作成取得日」 という。 ）の属する年度の翌会計年度の

（

、



初日を原則とする。ただし，文書作成取得日から1年以内の日であって4月

1日以外の日を起算日とすることが司法行政文書の適切な管理に資すると文

書管理者が認める場合にあっては，その日とする。

なお，文書作成取得日において保存期間が不確定である司法行政文書につ

いては，保存期間が確定した日を文書作成取得日とみなす。

（7） 1の(3)の定めによりファイルに設定する保存期間及び保存期間の満了する

日は， ファイルにまとめられた司法行政文書の保存期間及び保存期間の満了

する日とする。ただし，保存期間の起算日を4月1日以外の日とした司法行

政文書がまとめられたファイルに設定する保存期間の満了する日については，

当該司法行政文書の保存期間の満了する日以後の最初の3月31．日とする。

4 ファイルの保存

文書管理者は，その管理するファイルを， 当該ファイルの保存期間の満了す

る日までの間，適切に保存しなければならない。

5 ファイル管理簿

1 ファイル管理簿の調製及び公表

（1）総括文書管理者は，その所属する裁判所のファイル管理簿を文書管理シス

テムをもって調製するものとする。

（2）総括文書管理者は， ファイル管理簿を最高裁判所においては秘書課，高等

裁判所等においては総務課に備え置き，一般の閲覧に供するとともに， イン

ターネットで公表しなければならない。

2 ファイル管理簿への記載等

（1） 文書管理者は，少なくとも毎年度1回，その管理するファイルの現況につ

いて，次に掲げる事項をファイル管理簿に記載しなければならない。

ア分類

イ名称

ウ保存期間

（

第5

k



エ保存期間の満了する日

オ保存場所

力ファイルの作成日の属する年度

キファイルの作成日における文書管理者

ク保存期間の起算日

ケ保存媒体の種別

コ ファイルに係る文書管理者

(2) 文書管理者は， (1)の定めによるファイル管理簿への記載に当たっては，行

政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）第5

条に規定する不開示情報に相当する情報を明示しないようにしなければなら

（

ない。

（3）文書管理者は，保存期間が満了したファイルについて，移管又は第6の2

の(2)の定めによる廃棄をした場合には， 当該プァイルに関するファイル管理

簿の記載を削除しなければならない。

第6 司法行政文書の移管，廃棄及び保存期間等の延長

1 保存期間が満了したときの措置の定め

事務総局等の課及び最高裁判所の裁判部に置かれた文書管理者は，その管理

するファイルについて，保存期間（3の定めにより延長された場合にあっては

延長後の保存期間｡ 2の(2)及び(3)において同じ。 ）の満了前のできる限り早い

時期に，保存期間が満了したときの措置として，移管又は廃棄の措置をとるべ

きことを定めなければならない。

2移管及び廃棄

（1）移管をすべき司法行政文書がつづられているファイルの選別，移管の実施

等に関する事務の取扱いについては，平成22年3月30日付け最高裁秘書

第000867号事務総長依命通達「内閣総理大臣への司法行政文書の移管に関す

る事務の取扱いについて」の定めるところによる。

、



（2） 文書管理者は, ファイルの保存期間が満了したときは， 3の定めによる保

存期間及び保存期間の満了する日の延長又は移管をする場合を除き， 当該フ

ァイルを廃棄しなければならない。

（3） 文書管理者は，保存期間が満了したファイルについて，移管又は廃棄をし

た場合には，第5の2の(3)の定めによるファイル管理簿の記載の削除をする

ほか，最高裁判所においては当該ファイルの名称，移管又は廃棄の日その他

秘書課長が定める事項を移管・廃棄簿に，高等裁判所，地方裁判所，家庭裁

判所及び簡易裁判所においては当該ファイルの洛称，廃棄の日その他秘書課

長が定める事項を廃棄簿に記載しなければならない。

（4） 最高裁判所の総括文書管理者は，最高裁判所の移管・廃棄簿を，高等裁判

所等の総括文書管理者は，その所属する裁判所の廃棄簿を文書管理システム

をもって調製するものとする。

3保存期間等の延長

（1） 文書管理者は， ファイルに次に掲げる司法行政文書が含まれるときは，そ

の区分に応じてそれぞれ次に定める日が経過するまで， 1年ごとに， 当該フ

ァイルの保存期間及び保存期間の満了する日を延長しなければならない。

ア現に監査，検査等の対象になっている司法行政文書当該監査，検査等

が終了する日

イ現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる

司法行政文書当該訴訟が終結する日

ウ現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要と

される司法行政文書当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日か

ら起算して1年に達する日

エ開示の申出があった司法行政文書当該司法行政文書について，次に掲

げる日のいずれか遅い日

（ｱ） 司法行政文書の開示を申し出た者に対し開示の申出を受けた裁判所が

（

k



した判断の通知を発した日の翌日から起算して1年に達する日

（ｲ）㈱の日までにされた苦情の申出に対する判断をした日の翌日から起算

して1年に達する日

（2） 文書管理者は，保存期間が満了したファイルについて，職務の遂行上必要

があると認めるときは，必要な限度において，一定の期間を定めて当該ファ

イルの保存期間及び保存期間の満了する日を延長することができる。延長し

た保存期間が満了したファイルについても同様とする。

第7 司法行政文書の管理状況の点検及び監査等

1 点検及び監査

（1） 文書管理者は，その管理する司法行政文書の管理状況について，少なくと

も毎年度1回，点検を行い，その結果を総括文書管理者に報告しなければな

r
ミ

らない。

（2） 監査責任者は，少なくとも毎年度1回，第2の5の(3)に定める監査を行い，

その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。

（3）総括文書管理者は， (1)及び(2)の定めによる報告その他の事情を踏まえ，司

法行政文書の管理について必要な措置を講ずるものとする。

2紛失等への対応

（1）文書管理者は，その管理する司法行政文書の紛失及び誤廃棄が明らかとな

った場合には，直ちに総括文書管理者に報告しなければならない。

（2）総括文書管理者は， (1)の定めによる報告を受けたときは，速やかに必要な

措置を講ずるものとする。

3 管理状況の報告

高等裁判所等の長は，司法行政文書の管理状況（地方裁判所にあっては，管

内の簡易裁判所の管理状況を含む。 ）について，毎年度，秘書課長に報告しな

ければならない。

第8研修の実施

1



総括文書管理者は，職員に対し，司法行政文書の管理を適正かつ効果的に行う

ために必要な知識及び技能を習得させ，又は向上させるために必要な研修を行う

ものとする。

第9 その他

この通達に定めるもののほか，司法行政文書の管理に関し必要な事項は，秘書

課長が定める。

'
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別細2）

偶l勘

司法行政文書の保存期間基準

の区分 詞罰努に係る司法行 ゴ建保存期F

疋又は改廃及びその･

具体例

1最高裁判所

繩1の制定又

は改廃及びそ

の雛

(1)立案剛黄討 ア立案基礎文書 (ｱ）遡坊針基本計画

(ｲ）法律の要綱,法律案理由，新旧対

照絃h人調職則案

(ｱ）開催通知

(ｲ）諮問

(切議弱既要議事録

㈲配布資料

鮒調奄審議結果建議

(ｱ）外国行政機関又は剛企業の閃兄

調査

(ｲ）関係団体又は関係者からの意見)卿

(ｱ）最高裁判獺貝喋,理由，新旧対照

条文参照条文

側聯局会議及ひ瀞U官会議の酉肺

資料

最高瀞I目襯則の原本

官報公告の写し

例外国,行雌関又ば長間企業の状況

調査

(ｲ）関係団体又は関係者からの意見ﾉ卿

(ｱ）逐条解説・

(ｲ）ガイドライン

(例運用の判｜

嗣基紡針基本計画

(ｲ）法律の要綱法律案,理由，新旧対

照条文人調鰯貝喋

例開催通知

(ｲ）諮問

(ｳ）議鞠既要,議事録

圏配布資料

㈱調査蕊篭結果建議

㈱外国,行政機関又は鯛蝶の状況

調査

(ｲ）関係団体又は関係者からの意見聴取

30年

イ最高錨ド胴槻則の制定に関

する調鶴識又は建議に関す

る文書

ｆ
、

ウ立案の検討に関する調査研

究文書

(2)制定又は改廃 ア最聯臓則の制定又は

改廃のための決裁文書

催 響
<4）解釈又は運用

の基準の設定

ア解釈又は運用の灘の設定

のための調査研究文書

イ解釈又ぱ遡肴の灘の設定

のための決裁文書《

ア立案鋤書2最高裁判所（1）立案の検討

規程の制定又

は轆及びそ

聯

30年

イ．最高謝削臓程の制定に関

する調査審議又は建議に関す

る文書

ウ立案の検討に関する調査研

究文書



8

(2)制定又は改廃 ア扇議畔胴襯程の制定又は

改廃のための決裁文書

(ｱ1最簡識畔I獺程案，理由，新旧対照

条文b劉凰条文

(ｲ）蝋局会議及ひ穀判官会議の配布

資料

最高裁判目瀬程の跡．

(ｱ）外国行聯又は民間蝶鰍況

調査

(ｲ）関係団体又は関係都､らの意見繍

例逐条解説

(ｲ）ガイドライン

(ｳ）運用の手引

イ最離f胴襯程の鮴

(3)解釈又は運用

の基準の設定

ア陶鞠3又ば園荊の基鑓､設定

のための調剤f究文書

イ解釈又は運用の基準の設定

のための決裁文書

一
噸晩蝿汀臘

3最高麦畔1所最高裁鞭職畔I官（
裁判官会議の会議に付された案

決定又は了解件に関する立案の

及びその雛検討及び付議その

他の重要な経緯

10年 跡方針基本計画

例開催通知

(ｲ）諮問

(ｳ）議調既要議事録

㈲配布資料

㈱中間答申，最終答申，中間報告,最

終報告,建議提言

(ｱ）タ掴，行謝幾関又は民間蝶の状況

調査

(ｲ）関係団体又は関係者からの意見聴取

(ｱ）行政機関等への協議案

(ｲ）行政機関鋤､らの質問及ひ意見

(ｳ）行政磯関等からの質問及ひ意見に対

する回答

事務総局会議の配布資料

イ立案の検討に関する審議会

等文書

ウ立案の検討に関する調査研

究文書

エ行政機関等との臓譲文書

ー

、 オ立案の検識こ関する会議に

関する文書

力裁判官会議に案件を付議す

るための櫛識Z)輪判官

会議に提出された文書

》
》
㈲
㈹

裁判官会携纒駕録キ辮艫会卿決定又は了解

の内翻3記録された文書

30年

4下級裁判所

の読ドﾘ官会議

の決定又ば了

解及びその経

緯

下織判所の裁判

官会議に付された

案件に関する立案

の検討及び付溌そ

の他の重要な経緯

ア立… 基本方針勘計画

酉肺資料

10年

イ裁判官会議に提出された文

書

ウ裁判官会議の決定又は了解

･の内容が記録された文書

裁判官会繍録

行政機関等との申合せ



5行政磯関等

との申合せ及

びその経緯

ア立案基敵書 蹴針基本計画

(ｱ）タ掴,行政機関又は鋼企業の状況

調査

(ｲ）関係団体又は関儲からα穏滉聴取

(ｱ）行政機関等への協議案

側行雌関等からの質問及び意見

(ｳ）行政機関等からの質問及ひ意見に対

する回答

(ｱ）開催経緯

㈹議調既要議事録

(ｳ）配布資料

行政機関等との申

合せに関する立案

の検討及び行政機

関等への協議その

他の重要な経緯

10年

イ申合せに係る案蝋討に関

する調査研究文書

ウ申合せに係る案の検討に関

する行政機関等との協議文書

エ行政機関等との会議に検討

のための資料として提出され

た文書及び当該会議の綱§

記録された文書その他申合せ

に至る過程が記録された文書（
オ申合せの内容が冒畷された

文書

申合せ

個人又は法人の権利義務の機及びその経緯

6個人の権利

義務の得喪及

びその経緯

(1)行政手続法（

エ賊5年法律第

88割第5条

第1卿髄基

準，同法第6条

の標準的な期間

及ひ伺法第12

条第1項の処分

基準に関する立

案の携討その他

の重要な経緯

ア立案の検誠こ関する箸議会

等文書

(ｱ）開催軽緯

H)諮問

(ｳ）議調既要議事録

(ｴ）配布資料

鮒中間答申，最終答申，中間報告,最

終報告塞賎提言 ．

(ｱ1外国行政機関又は踊蝶の糒兄

調査

(ｲ）関係団体又は関儲からの意見j卿

甕査基準案,蝿う基i鰈．

10年

イ立案の検誠こ関する調査研

究文書

ウ行政輸鶴5条第1項の

審査基進及ひ洞法第12条第

1項の燭う難を定めるため

の決裁文書

L

標…間案エ行政柵第6条の標準的

な期間を定めるための決裁文

書
〃 ●

(ｱ）審査案

(ｲ）理由

(2)行政手蒜弦第

2条第3号の許

認可等似下「

許認可等」とい

う。 ）に関する

重要な経緯

許認可等をするための決裁丈藩 許認可等

の効力が

消滅する

日に係る

特定日以

後5年

その他許認可等に至る過程が記

録された文書

(3)行政手続法第｜刀荊綱>をするための決裁文 ’5年 ｜(ｱ）処分案



2条第4号の不書その他月荊益処分に至る過程

利益処分似下が記録された文書

「可荊益処分』

(ｲ）

｜
権
聯

垂

という。 ）に関

する重要な経緯

(4)不服申立てに

関する検討その

他の重要な経緯

ア不服申立議又は口飼こよる

湖畔立てにおける陳述の内

容を録取した文書

裁決決

定その他

の処分が

される日

に係る特

定日以後

10年

嗣
側

イ鍬》決定その他の処分を

するための決裁文書その他当

該処分に至るi膿が冒畷され

た文書

例弁明書

(ｲ）反論書

(例意見書

裁決霞又は決定書 裁決議決定書

同訴状の写し

㈹期日呼出伏の写し

例答弁書の写し

㈹準備書面の写し

(切各種申立書の写し

㈲口頭弁論調善証臘艫等の写し ｜
㈱書証の写し

高~ 一可
(ｲ）糊翻書の写し

ウ（
(5)国を当事者と

する訴訟の提起

・その他の訴訟に

関する重要な経

緯

ア訴訟の提起に関する文書 訴訟が終

結する日

に係る特

定日以後

10年

イ訴訟における主張又は立証

に関する文書

ウ判決患又I罫噸調書

7法人の瀞ll

義務の篠嬢及

びその経緯

(1)行政手議怯第

5条第1項の審

査基鑪同法第

6条の標準的な

期間及び同法第

12条第1項の

燭〉灘に関す

る立案の涜討そ

の他噸な経

緯

ア立案の検討に関する審議会

等文書

例開催経緯10年

㈹諮問

(ｳ）議謡既要議事録

㈲配布資料

㈱中間答申，最終答申，中間報告，最

終報告逢義提言

(アリ外国行政閾謁又は民間蝋の状況

調査

(ｲ）関係団体又は関係者からの意見）鰊

審査基準案,燭う灘案
〃

k

イ立案の検討に関する調査研
●

究文書

ウ行政手続法第5条第1項の

審査基準及び同法第12条第

1項の処分基準を定めるため

の決裁文書

エ行政手議怯第6条の標準的

な期間を定めるための決裁文

書

標準処理期間案

例審査案(2) 許認可等に関｜許認可等をするための決裁文書｜許認可等



する重要な雛|灘駕等に菫る過鯛

(3)符噛拠分に

関する重要な経

緯

不利益処分をするための決裁文

書その他不剰益処分に至る過程

が記録された文書

5年

(4)不服申立てに

関する検討その

他の重要な経緯

ア不服申立書又は口頭による

不服申立てにおける陳述の内

容を録取した文書

(ｱ）利艮申立書

(ｲ）録取書

裁決b決

定その他

の燭〉が

される日

に係る特

定日以後

10年

イ裁決,決定その他の処分を

するための決裁文書その他当

該処分に至る過程が記録され

た文書

洲
聯
雛

伺
い
伽

（

裁決霞決定書

嗣訴状の写し

(ｲ）期日呼出状の写し

(ｱ）答弁書の写し

(ｲ）準備書面の写し

(功各種申立書の写し

㈲口頭弁論調識証人等調講の写し

㈱書証の写し

(ｱ）判決書の写し

(ｲ） 矛噸調書の写し

ウ裁決霊又憾決定書

(5)国を当事者と

する訴訟の提起

その他の訴訟に

関する重要な経

緯

ア訴訟の提起に関する文書 訴訟が終

結する日

に係る特

定日以後

10年

イ訴訟における主張又は立証

に関する文書

ウ判決雷又は和解調書

職員の人事に関する事項

ア計画の立案に関する調査研

究文書

、外国,行政機関又は民間蝶の状況

調査

(ｲ）関係団体又は関係勧動らの意見聴取

計画案

(1)職員の研修の

実施に関する計

画の立案の検討

その他刎職員の

研修に関する重

要な経緯

8職員の人事

に関する事項

3年k

イ計画の制定又I鰯のため

の決裁文書

実績ウ職員の研修の鋤臓兄が記

録された文書

蝋
聯
伺
い

(2)職員α廉業の

許可に関する重

要な経緯

職員の兼業の許可の申請書及び

当該申請に対する許可に関する

文書．
、

(3)退職手当の支

給に関する重要

な経緯

退職手当の支給に関する決定の

内容が記録された文書及び当該

決定に至る過程が記録された文

支給制限上申書

その他の

支給に関



4

|する処分
を行うこ

とができ

る期間又

は5年の

い荊礼か

長b潮間

書

(4)採用試験に関

する重要な経緯

採用試験に関する決裁文書 実施記録試験問題5年

その他の事項

9通達の制定

又は改廃及び

その経緯

立案の検討その他

の重要な経緯

ア立案基徹書 勘方針基本計画

㈲外国行政機関又は民間蝶の状況

調査

(ｲ）関係団体又は関係者からα禧滉聴取

通達案

10年

イ立案の検誠こ関する調査研

究文書（

ウ通達の制定又は改廃のため

の決裁文書

10予算及び

決算に関する

事項

(1)歳入,歳出，

継続費,繰越明

許費及ひ国庫債

務負担行為の見

積りに関する書

類の作製その他

の予算に関する

重要な経緯

ア歳入歳出，継続費,繰越

明許費及U邇庫聯担行為

の見頼りに関する議爆並びに

その作製の基礎となった意思

決定及び当該意思決定に至る

棚
蝿

》
轆
獺

伺
い
㈲

10年

過程が記録された文書

イ財政法旧召和22年法律第

34割第20条第2項の予

定経費要求書等並びにその作

製の基礎となった意思決定及

び当該意思決定に至る過程が

記録された文書

例予定経費要求書

(ｲ）継続讃要求書

(切総明許費要求書

倒国庫債務負担行為要求書

㈱予算獺及ひ塗計令肥和22年勅

令第165割第12条の規定に基づ

く予柵獣譜の各目明細書

導聯了状況調査

［
､

ウア及びｲに掲げるもののほ

力､予算の成立に至る過程が

記録された文書

エ歳入歳出予算,継続費及び

国庫贋溌負担行為の鯏武に関

する文書

予算の酉醐灘菌知

(2)歳入及び歳出

の決算に関する

報告調tびに国

の債務に関する

ア歳入及び歳出の決算に関す

る報告謝tびにその作製の基

礎となった意思決定及び当該

意思決定に至る過程が冒畷さ

5年 ㈱
㈱
励
倒

歳入及〔艤出の決算に関する報告書

国の債務に関する計算書

総獺報告書

歳入簿歳出簿支払計鱸引簿



計算書の作製そ

の他の決算に関

する重要な経緯

鮒徴収簿

(力）支出決定簿

㈱支出簿

(ｱ1計算書

側証拠書類

意見又は処置要求

れた文書

イ会計検鬮暁に提出し，又は

送付した計蝉書及び証拠嘉類

ｳ会計綱院の検査を受けた

結果に関する文書

エアからウまでに掲げるもの

のほ力う決算の提出に至る過

程が記録された文書

調書

瀧
瀧
・

る
る
紺
附

子
』
一
」

》
》
》

オ国会における決算の審査に

関する文書

伺
い
一
伺
い

11契約に関

する事項

契約に関する重要

な経緯

》
碑
》
》
碑

契約に係る決裁文書及びその他

契約に至る過程が冒醗された文

書

（
協議･調整経緯

12栄典又は

表彰に関する

事項

栄典又は表彰の授

与又は剥奪に関す

る重要な経緯

栄典又は表彰の授与又は剥奪の

ための’識文書及び伝達の文書

例選考基準俵彰）

(ｲ）推薦文書俵翰

(ｳ）伝達

倒受章者名簿（蕊溺

例趣旨説明

(ｲ）想定問答

(ｳ）国会審議録

ファイル管理簿

10年

13国会にお

ける審議等に

関する事項

国会審議 国会審議文書 10年

14文書の管

理等に関する

事項

文薔の管理等 アファイル管理簿その他の業

務に常H詩1脇するものとして

継続的に保存すべき文書

常用

、

イ取得した文書の管理を行う

ための鰯

受理簿5年

ウファイルの移管又は廃棄の (ｱ）移管･廃棄簿

ﾄｲ）廃棄簿

け）システム設計書

(ｲ）儲薗鬮画

(ｳ）調達資料

㈲議事録

鮒仕様書

助システム聯資料

㈱システム導入資料

(ｱ）運用報告書

30年

状況が記録された帳簿

15情報化に

関する事項

情報システムの整

備及び運用に関す

る重要な経緯

ア情報システムの開発に関す

る文書

5年

イ情報システムの運用等に関



する文書 ㈹障害報告書

(ｳ）調達資料

脚議事録

鮒システム稼働維持資料

監査計画16監蟄こ関

する事項

監査に関する重要

な経緯

ア監査の企画立案等に関す

る文書

5年

イ監査の実施及び結果に関す

る文書

・
プツア

》
》

》伺
い
㈲
㈲

17国有鮒室

に関する事項

国有財産の管理及

ひ拠分に関する事

項

ア国有財産台帳

イ国有財産の増減及ひ覗在額

に関する文書

国有財産増減及ひ…R告書5年

（
ウ国有財産の無償貸付状況に

関する文書

3年 国

18統計並び

に調査及び研

究に関する事

項（1から1

7までに該当

するものを除

く。 ）

統計のｲ糊び分

析並びに調査及び

研究に関する重要

な経緯

ア統計の作成及U扮析に関す

る文書

司法統計年報5年

イ調査研究文書 (ｱ）外国,行政機関又は民間企業の状況

調査

(ｲ）関係団体又は関係者からの意見聴取

3年

備考

1 この表における次に掲げる用語の意義は，それ謝し次に定めるところによる。

(1)立案基礎文書司淘ﾃ政に関する聯針叉は司 に係る意思決定が記録された文書その他の立

案の基礎となった文書をいう。

(2)調剤院文書調査又は研究‘凝裸及び当該結果に至る過程が冒畷された文書をいう。

(3)決裁文書司法行政上の意思決定の権限を有する者が榊ﾛ,署名又はこれらに類する行為を行うことにより；その内

容を決定し，又は確認した司樹子滋書をいう。

(4)審議会等審議会その他の錦織りの機関又は割ﾖ弓的知識を有する者等をｵ鰔員とする懇談会その他の会合

、

(5)審議会等文書審議会等に検討のための資料として提出さ 議事答申，建議報告又は意見

が記録された文善その他審議会等における決定若しくは了解又はこれらに至る過程が記録された文書をいう。

（6）特定日文書ｲ棚得日において保儒瞬間が不確定である司濁了政文書について，保存期間が確定した場合における，

記第4の3画6め定めによる当該司法行政文書の保存期間の起算日をいう。

（7）国会審鵬国会法旧召和22年法律第79割第72条第2]即規定による出席説明に関し,講償断が作成し，

又ば取得した文鍬びその他国会審議に関し,裁f胴祢珈号した文書をいう。

2 「業務の区分jの棚に掲げられた業務を所管していない課等噸哉員が作成し，又は取得した当該業務に係る司法行政文

書であって，当該課等の文瀧瀦が管理するものについては，この表の保榔間の定めは適用しなしも

3職員の人事に関する事項に係る司法行政文書について,裁判所職員に関する臨時措置規則（噺ﾛ27年最高瀦順臘則



第1号ツにおいて準用する人調薙則，政令又は命令の規定

4複数の事項業務の区分又憾業務に係る司濁ﾃ政蝿の霧

オ"'た俣織闇のうち．鳥*､､尾い{…1闇に上る‐

謡間の定めがあるものは， ；

当する司法行政文書の保存期間

（

少

理



最高裁秘書第●⑧●号

平成30年●月⑥日

最高裁判所大法廷首席書記官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

殿
殿
殿
殿
殿

最高裁判所事務総局秘書課長徳岡 治

「最高裁判所における司法行政文書の管理の実施等について」 ．

の一部改正について（通達） 、

平成24年12月6日付け最高裁秘書第003546号秘書課長通達「最高裁判所にお

ける司法行政文書の管理の実施等について」の記を別紙(1)のように，別紙様式第3

を別紙(2)のように改正します。

付記

この通達は，平成30年②月e日から実施する。
1
，－



寺

別紙(1)

記

第1 総則

1 用語の定義

この通達における用語の意義は，管理通達記第1の2に定めるところによる

ほか，次に定めるところによる。

（1） 局課等最高裁判所事務総局分課規程（昭和22年最高裁判所規程第5号）

に定める事務総局の局及び課，司法研修所，裁判所職員総合研修所，最高裁

判所図書館並びに最高裁判所の裁判部をいう。

（2） 局の課等事務総局等の課及び最高裁判所の裁判部をいう。

（3） 主管局謀等当該司法行政文書に係る事務を所管する局課等をいう。

（4）主管係主管局課等において，当該司法行政文書に係る事務を所管する部

（

署をいう。

（5）文書管理情報司法行政文書の管理上必要な情報をいう。

（6）電子文書司法行政文書のうち，電磁的記録であるものをいう。

2実施細目

(1) 局課等の長（最高裁判所の裁判部にあっては，総務局長。 (2)及び第2の2

の(2)において同じ。 ）は,、当該局課等に係る次に掲げる事項その他管理通達

及びこの通達の実施に必要な事項につき，実施細目を定めるものとする。た

だし，管理通達記第2の3の(3)のア及びこの通達に定める文書管理者が行う

こととされている事務について実施細目で定める場合には， 当該文書管理者

． と協議の上，定めるものとする。

ア送付を受けた司法行政文書の主管係が不明である場合に， 当該司法行政

文書の受付事務を行う部署（主管局課等が不明の場合を除く。 ）

イ第2の3の(2)に定める文書番号の主管局課記号

ウ現金書留郵便物の取扱者，開封者及び開封立会者の指名

k



エ秘扱文書の取扱者の指定

（2） 局課等の長は， (1)の実施細目を定め，又は改正したときは， 当該実施細目

を総括文書管理者に提出する。

第2 司法行政文書の接受

1 受付事務

（1） 司法行政文書の受付事務は，秘書課において取り扱う。ただし，文書管理

システム， ファクシミリ，電子メール，使送等により送付された司法行政文

書を局課等又は名宛人が直接受領するときは， 当該局課等又は名宛人におい

て取り扱う。

（2）送付を受けた司法行政文書について，主管局課等が不明である場合に， 当

該司法行政文書の受付事務を行う部署は，秘書課庶務第一係とする。

2配布

（1） 秘書課は， 同課において受け付けた司法行政文書を主管局課等に速やかに

配布する。この場合において， 当該司法行政文書が書留郵便物であるときは，

文書受付簿をもってその授受を明らかにしなければならない。

（2）文書管理システム， ファクシミリ，電子メール，使送等により司法行政文

書の送付を受けた部署は， 当該司法行政文書の主管係ではないことが判明し

た場合には， 当該司法行政文書をその主管係に配布する。文書管理システム

により局の課等に宛てて送付を受けた司法行政文書の主管局課等が異なる場

合には，第1の2の(1)のアの定めにより局課等の長が定める部署が当該配布

事務を行う。

（3） 文書管理システムにより送付を受けた司法行政文書を配布するときは，主

管係を文書管理システムに登録した上で，配布しなければならない。

3受理

（1） 主管局課等は，司法行政文書.(管理通達記第4の3の(4)に定める保存期間

を1年以上とする必要のない司法行政文書（以下「短期保有文書」 という。 ）

（

（

夕



を除く。 ）を直接受領し，又はその配布を受けたときは， 当該司法行政文書

の受理を文書管理システムの受付の機能を利用して行うものとする。この場

合においては，次に掲げる事項その他の文書管理情報を文書管理システムに

登録する。

ア件名

イ受理した日

ウ文書番号

（2） 文書番号は，次のとおりとする。

ア文書番号は，主管局課記号及び進行番号によって構成する。

イ主管局課記号は，局の課等名を表す文字を用いる。

ウ進行番号は，文書管理システムに登録した主管局課記号別の番号とし，

暦年ごとに更新する。

（3） 主管局課等は，直接受領し，又は配布を受けた司法行政文書が電子文書以

外のものであるときは, 当該司法行政文書の第1ページの余白に受理印を押

し，受理した日及び主管局課等名を明らかにする。

4書留郵便物及び現金書留郵便物の取扱い

（1）秘書課は，書留郵便物を受け付けたときは，封筒の余白に受付日付印を押

し，文書受付簿に受付日時，名宛人名及び書留郵便物引受番号を記載する。

（2）第1の2の(1)のウの現金書留郵便物の取扱者，開封者及び開封立会者は，

当該現金書留郵便物の授受及び保管に注意しなければならない。

5 金銭等添付文書の取扱い

主管局課等は，現金又は有価証券その他の有価物が添付された司法行政文書

を直接受領し，又はその配布を受けたときは， 当該司法行政文書の余白にその

金額，種類，数量等を記載した上，押印しなければならない。ただし，文書管

理システムにその金額，種類，数量等を登録したときは， これを省略すること

厚
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第3 司法行政文書の処理

1 司法行政文書の起案

司法行政文書(短期保有文書を除く｡ )を起案したときは,その起案をした

者（以下「起案担当者」 という。 ）は， 当該司法行政文書について，次に掲げ

る事項その他の文書管理情報を文書管理システムに登録する。

（1）件名

（2）起案した日

（3） 文書番号

（4） 大分類，中分類及び名称（小分類）

（5） 共有区分（当該司法行政文書及びその文書管理情報を文書管理システム上

で閲覧できる者の範囲をいう。 ）

（6） 決裁の区分

2起案文書の決裁

（1）起案した司法行政文書（以下「起案文書」 という。 ）について，決裁を受

けなければならない範囲は，次のとおりとする。

ア長官，事務総長，事務次長又は主管局課等の長の職名で発出される起案

文書については，それぞれ長官，事務総長，事務次長又は当該主管局課等

の長まで

イ最高裁判所名，事務総局名又は主管局課等名で発出される起案文書につ

いては，それぞれ長官，事務総長又は当該主管局課等の長まで

ウア及びイ以外の起案文書については， 当該起案文書に係る事務を所管す

る局の課等の長が必要と認める範囲

（2） (1)のア及びイの定めにかかわらず，起案文書について，あらかじめ当該起

案文書の最上位の決裁者がその下位の者までの決裁で処理して差し支えない

旨を委任したときは， 当該下位の者までの決裁によって処理することができ

（
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(3)起案担当者が当該司法行政文書について1の(6)において登録する決裁の区

分は，次に掲げる決裁の種別に従い，それぞれに定める決裁の区分のとおり

とする。

ア長官の決裁を要するもの甲

イ ．事務総長又は事務次長の決裁を要するもの乙

ウ局課等の長の決裁を要するもの丙 ・

エ局の課等の長（局課等の長を除く。 ）の決裁を要するもの丁

3 関係局課等の長の決裁

（1）起案文書の内容が，他の局課等の事務と密接に関連するものであるときは，

主管局課等の長の決裁を受けた後に当該他の局課等（以下「関係局課等」 と

いう。 ）の長の決裁を受けなければならない。

（2） 主管局課等の長の決裁を受ける前に，起案文書の内容につき，関係局課等

の長の同意が得られ，それを起案文書に表示しているときは， (1)の定めにか

かわらず，関係局課等の長の決裁を要しない。

（3） (2)に定める同意を得た起案文書について，その内容を変更したときは，そ

の旨を関係局課等に通知した上，変更した内容について(1)に定める決裁を受

け，又は(2)に定める同意を得なければならない。

4決裁の順序等

（1） 次に掲げる者の決裁は，原則として，次の順序により受けるものとする。

ア主管局課等の長

イ関係局課等の長

ウ事務次長

エ事務総長

オ長官

（2） 局課等の長より下位の者の決裁の要否及びその順序は，第1の2の(1)の定

めにより当該局課等の長の定めるところによる。

r
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（3）長官，事務総長又は事務次長の決裁を要する起案文書は，秘書課長が進達

する。

5代決及び持ち回り決裁

（1）起案文書の最上位の決裁者（最上位の決裁者が2の(2)の定めによる委任を

した場合には，その委任を受けた者。 (1)において『最終決裁者」 という。 ）

が不在の場合において，当該起案文書について緊急に決裁しなければならな

いときは，最終決裁者の直近下位の者は，最終決裁者に代わって決裁をする

ことができる。この場合において， 当該起案文書の内容が重要なものである

ときは，事後において速やかに最終決裁者に当該起案文書を供覧しなければ

ならない。

（2） 緊急に決裁を必要とする場合その他特別の事由がある場合には，起案担当

者その他の事案を熟知する職員が起案文書を持ち回る方法で決裁を受けるこ

／
ｆ
、

とができる。

6 起案文書の修正

（1）決裁者は，起案文書に重要な修正を行おうとするときは，起案担当者に連

絡するものとする。

（2）起案文書に重要な修正が行われたときは，起案担当者は，既に決裁を行っ

た者に修正の内容を報告しなければならない。

7 起案文書の審査

（1）長官，事務総長又は事務次長の決裁を要する起案文書（例規及び例規を廃

止するものに限る。 ）については，主管局課等の長の決裁を受けた後（関係

局課等の長の決裁を要するときは， 当該決裁の後） ，秘書課長がこれを審査

する。

（2） 主管局課等の長は， (1)の起案文書以外の起案文書について，秘書課長の審

査を求めることができる。

8決裁日の登録．
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起案担当者は，決裁を受けた起案文書（短期保有文書を除く。 ）の決裁日を

文書管理システムに登録する。

9供覧手続

受理した司法行政文書について供覧を受ける手続は，決裁手続に準ずる。

10 同時決裁

司法行政文書に関し報告，回答等を要する場合又は許可，認可等の処分を要

する場合において，事案が定型的なものであるときその他特別の考案を要しな

いものであるときは， 当該司法行政文書の供覧は，決裁手続と併せて行うこと

ができる。

11 発送手続

（1） 司法行政文書（短期保有文書を除く。 ）の発送は，文書管理システムの施

行の機能を利用して行うものとする。ただし，必要に応じて， ファクシミリ，

電子メール，郵便又は使送便により行うことができる。

なお，短期保有文書の発送は， ファクシミリ，電子メール，郵便又は使送

便により行う。

（2）発送する司法行政文書（短期保有文書を除く。 ）には， 日付及び文書番号

を記載し，必要に応じて発信者の職印を押す。ただし，書簡及び事務連絡文

書については，文書番号の記載を要しない。

なお，発送する短期保有文書には， 日付を記載し，必要に応じて発信者の

職印を押す。

（3） 下級裁判所に対して発送する司法行政文書（短期保有文書を除く。 ）には，

分類記号を記載する。

（4）分類記号は，平成24年12月6日付け最高裁秘書第003547号秘書課長通

達「下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について」記第3の6

の(5)に定めるとおりとする。

（5） 局課等が郵送し，又は使送する司法行政文書は，原則として，秘書課がこ
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れを取りまとめた上，郵送又は使送の手続を行う。

（6） 司法行政文書（短期保有文書を除く。 ）を発送するときは，発送日を文書

管理システムに登録する。

12官報掲載

官報に掲載を要する事項を記載した司法行政文書については，主管局課等は，

これを官報報告主任（秘書課長）に送付しなければならない。

第4資料文書の登録

局課等は，起案文書及び第2の3の定めにより受理した司法行政文書以外の司

法行政文書（短期保有文書を除く。第4において「資料文書」 という。 ）を作成

し，又は取得したときは， 当該資料文書に係る文書管理情報及び当該資料文書（

電子文書に限る。 ）を文書管理システムに登録する。

第5 システム等管理簿による管理

局課等は，司法行政事務を処理するための情報システム（ハードウェア， ソフ

トウェア，ネットワーク及び記録媒体で構成されるものであって， これらの全体

で事務処理を行うものをいう。 ）及び文書管理システムに登録することができな

い電子文書については， 当該情報システム及び電子文書をシステム等管理簿（別

紙様式第1）に登載することにより管理する。

第6 司法行政文書の閲覧及び借出し

1 閲覧及び借出しの許可

（1）職員は，司法行政文書を閲覧し，又は閲覧のため借り出すときは， 当該司

法行政文書を管理する文書管理者の許可を得なければならない。

（2） (1)の文書管理者は，反復継続して司法行政文書を閲覧し，又は閲覧のため

に借り出すことを必要とする職員に対し，その必要とする司法行政文書につ

き相当期間を定めて，閲覧又は借出しを許可することができる。

2 閲覧及び借出しの手続

司法行政文書を閲覧し，又は閲覧のために借り出そうとする職員は，閲覧．
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借出票（別紙様式第2）に所要の事項を記載して， 1の(1)の文書管理者に申し

出るものとする。ただし， 同(2)に定める許可を得たときは， この限りでない。

第7 司法行政文書の整理

1 ファイルによる管理
‐

（1） 司法行政文書（短期保有文書を除く。 ）は，局の課等ごとにファイル単位

で管理する。

（2） ファイルを作成したときは， これを文書管理システムに登録する。

2保存期間表

（1） 管理通達記第4の3の(1)の標準文書保存期間基準（以下「保存期間表」 と

いう。 ）の様式は，別紙様式第3のとおりとする。

（2）文書管理者は，管理通達記第4の3の(1)の定めにより定めた保存期間表に

ついて，必要があると認めるときはその変更をしなければならない。

（3）文書管理者は，保存期間表を管理通達記第4の3の(1)の定めにより定め，

又は(2)の定めにより変更したときは，その旨を総括文書管理者に報告しなけ

ればならない。

第8 司法行政文書の保存

1 電子文書（短期保有文書を除く。 ）は，文書管理システムに登録する方法に

より保存する。ただし，文書管理システムに登録することができない電子文書

については，パスワードを設定する等により改ざん，漏えい等を防止するとと

もに，適正かつ確実に利用することができる適切な方法により保存する。

2電子文書以外の司法行政文書（短期保有文書を除く。 ）は， ファイルごとに

物理的な簿冊（以下「事務記録」 という。 ）にまとめる方法により保存する。

ただし，年度ごとに分界紙で仕切る等， ファイル単位による文書管理に支障が

生じない措置を講じたときは，複数の事務記録を合冊することができる。

3事務記録には，背表紙（別紙様式第4）を付す。

第9 ファイル管理簿

（
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1 ファイル管理簿の様式は，別紙様式第5のとおりとする。

2管理通達記第5の2の定めによるファイル管理簿への記載又はその記載の削

除は，総括文書管理者が定める期限までにしなければならない。

3 文書管理者は，その管理するファイルについて，管理通達記第6の3の定め

による保存期間及び保存期間の満了する日の延長，第12の1の定めによる所

管換え等により，管理通達記第5の2の(1)に掲げる事項に変更が生じたときは，

当該変更についてファイル管理簿の記載事項を更新しなければならない。

4文書管理者は，管理通達記第5の2の定めによるファイル管理簿への記載若

しくはその記載の削除又は3の定めによるファイル管理簿の記載事項の更新を

したときは，その旨を総括文書管理者に速やかに報告しなければならない。

5総括文書管理者は，局の課等のファイル管理簿を取りまとめ，最高裁判所の

ファイル管理簿を調製する。

第10統合及び分割

1 文書管理者は，必要があると認めるときは， ファイルを統合し，又は分割す

ることができる。

2文書管理者は， ファイルを統合し，又は分割したときは，文書管理システム

にその旨を登録しなければならない。

第11 司法行政文書の移管，廃棄及び保存期間等の延長

1 移管及び廃棄

(1)文書管理者は，管理通達記第6の2の(2)の定めにより保存期間が満了した

ファイルを廃棄しようとするときは，あらかじめ，総括文書管理者と協議し

なければならない。

（2）文書管理者は，移管又はファイルの廃棄をするときは，文書管理システム

にその旨を登録しなければならない。

（3）管理通達記第6の2の(3)の移管・廃棄簿の様式は，別紙様式第6のとおり

とする。
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（4） 管理通達記第6の2の(3)の定めによる移管・廃棄簿への記載は，第9の2

に定める期限までにしなければならない。

（5）短期保有文書については，事務処理上必要な期間が満了したときに廃棄す

るものとする。

（6）短期保有文書であって，管理通達記第4の3の(4)のアからキまでに該当し

ないものについて事務処理上必要な期間が満了し，廃棄しようとするときは，

文書管理者が，管理通達記第4の3の(2)のウ若しくはエ又は同(5)に定める司

法行政文書に該当しないかを確認し，廃棄するものとする。この場合におい

て，文書管理者は，廃棄した短期保有文書に係る業務の類型及び廃棄をした

・日について記録し，総括文書管理者があらかじめ定めた一定の期間終了後，

これを総括文書管理者に報告するものとする。

（7）総括文書管理者は， (6)の定めによる報告を取りまとめ,速やかに公表する

ものとする。

（8） 司法行政文書を廃棄する場合には，細断，溶解，データの抹消等再利用で

きないよう適切な方法により処分しなければならない。

2保存期間等の延長

文書管理者は，管理通達記第6の3の定めによりファイルの保存期間及び保

存期間の満了する日を延長したときは，延長後の保存期間及び保存期間の満了

する日を文書管理システムに登録するとともに,‘当該ファイルに係る事務記録

の背表紙に延長後の保存期間の満了する日を記載する。

第12所管換えの手続

1 文書管理者は，組織の改廃，事務の分掌の変更等により局の課等の所管する

事務が変更されるとき又は職員の人事異動等により当該職員に係る司法行政文

書を管理する部署が変更されるときは，新たに当該事務を所管し，又は当該司

法行政文書を管理する局の課等，下級裁判所の課又は下級裁判所の裁判部に，

当該事務又は当該職員に係る司法行政文書を管理するファイルの所管換えをす
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ることができる。ただし，事務の廃止等により当該事務を所管する局の課等が

存在しないとき又は明らかでないときは，総括文書管理者が指定する局の課等

に所管換えをするものとする。

2文書管理者は，所管換えをするときは，文書管理システムにその旨を登録し

なければならない。

第13秘扱文書の特例

1 取扱基準

職員の個人情報が記載された司法行政文書その他の取扱者の範囲を限定する

必要がある司法行政文書（以下「秘扱文書」 という。 ）は，授受及び保管に特

に注意する等慎重に取り扱わなければならない。

2取扱者

秘扱文書は，文書管理者及び第1の2の(1)の定めにより指定された者（3の

(2)において「取扱者」 という。 ）が取り扱う。

3 開封

（1） 「秘」又は「親展」の表示のある封書は，名宛人又は名宛人の指定した者

が開封する。

（2） 取扱者以外の者が開封した封書内の司法行政文書が秘扱文書であったとき

は，受理手続をとることなく，直ちに当該秘扱文書を取扱者に配布する。

4秘扱文書の文書番号

秘扱文書の文書番号は，主管局課記号の末尾に「秘」 と記載するほか，一般

の司法行政文書の例による。

5秘扱文書の処理

（1） 秘扱文書（短期保有文書を除く。 ）を受理し，又は起案した場合において

は， 当該司法行政文書が秘扱いである旨を文書管理システムに登録する。

（2） 秘扱文書の発送手続においては，文書管理システム又は電子メール等によ

り発送する場合には受領者の選択に留意し，封筒を使用して発送する場合に

（
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は封筒の表に「秘」又は「親展」 と表示する。

14研修所に関する特例

1 第2の1の(1)の本文，同2の(1)，同4の(1)，第3の2，同4及び同11の(5)

の定めは，司法研修所及び裁判所職員総合研修所については，適用しない。

2 1の定めにより適用しないとされた事務のうち，取扱いを定める必要がある

事務については，司法研修所長及び裁判所職員総合研修所長が，第1の2の(1)

の実施細目により定めるものとする。

第1
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別紙(2)

（別紙様式第3）

（第7の2関係，保存期間表）

標準文書保存期間基準（保存期間表） （ 課）局 平成 年 月 日

匡
上
ｌ
Ｅ

1 『事項」は，司法行政文書を作成すべき事項を，業務ごとに記職する。
2 「業務の区分」は，事項に係る業務をその段階ごとに区分して記戦する。
3 「業務に係る司法行政文書の類型」は， 2により区分された業務に係る司法行政文番を類型化して記城する。

4 『司法行政文書の具体例」は， 2により区分された業務において，法令により作成が雑務付けられている司法行政文書，悩行により作成されている司法行政文審等を記城する。

事項 業務の区分
業務に係る司法行政文審
の類型

司法行政文審の具体例
分類

大分類
E

(分類記号）

.分類 名称

(小分類）
保存期間



最高裁秘書第④●⑥号

（庶い－04）

平成30年＠月③日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

殿
殿
殿 、

最高裁判所事務総局秘書課長徳岡 治｛

「下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について」

の一部改正について（通達）

平成24年12月6日付け最高裁秘書第003547号秘書課長通達「下級裁判所にお

ける司法行政文書の管理の実施等について」の記を別紙(1)のように，別表第1を別

紙(2)のように，別表第2を別紙(3)のように，別表第3を別紙(4)のように，別紙様式

第7を別紙(5)のように改正します。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

付記

この通達は，平成30年鰯月③日から実施する。

（
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別紙(1)

記

第1 総則

1 用語の定義

この通達における用語の意義は，管理通達記第1の2に定めるところによる

ほか，次に定めるところによる。

（1）事務局の課等下級裁判所の課及び下級裁判所の裁判部をいう。

（2）総務課等事務局総務課，庶務第一課（知的財産高等裁判所事務局庶務第

一課を除く。 ） ，庶務課又は事務部第一課をいう。

（3） 主管課等当該司法行政文書に係る事務を所管する事務局の課等をいう。

（4） 主管係主管課等において， 当該司法行政文書に係る事務を所管する部署

（

をいう。

（5）文書管理情報司法行政文書の管理上必要な情報をいう。

（6）電子文書司法行政文書のうち，電磁的記録であるものをいう。

2実施細目

（1）高等裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長（以下「裁判所の長」 と

いう。 ）は，管理通達及びこの通達の実施に必要な事項につき，実施細目を

定めるものとする。ただし，管理通達記第2の1の(3)のイ及びこの通達に定

める総括文書管理者が行うこととされている事務について実施細目で定める

場合には当該総括文書管理者と，管理通達記第2の3の(3)のイ及びこの通達

に定める文書管理者が行うこととされている事務について実施細目で定める

場合には当該文書管理者とそれぞれ協議の上，定めるものとする。

（2）簡易裁判所に係る実施細目は，その所在地を管轄する地方裁判所の長が定

（

める。
1

(3)裁判所の長は, (1)の実施細目 （地方裁判所にあっては，管内簡易裁判所に

係るものを含む。 ）を定め，又は改正したときは，高等裁判所にあっては秘



書課長に，地方裁判所及び家庭裁判所にあっては秘書課長及びその所在地を

管轄する高等裁判所に，速やかにその旨を報告するものとする。

2 司法行政文書の接受

1 受付事務

（1） 司法行政文書の受付事務は，総務課等がその受付所において取り扱う。た

だし，文書管理システム， ファクシミリ，電子メール，使送等により送付さ

れた司法行政文書を事務局の課等又は名宛人が直接受領するときは， 当該事

務局の課等又は名宛人において取り扱う。

（2）総務課等の受付所は，庁舎内の適宜の場所に置く。

（3）執務時間外における司法行政文書の受付事務は， 当直員に取り扱わせるこ

とができる。

（4）送付を受けた司法行政文書について，主管課等又は主管係が不明である場

合に， 当該司法行政文書の受付事務を行う部署は，次のとおりとする。

ア主管課等が不明の場合総務課等に属する部署であって，裁判所の長が

実施細目で定めるもの

イ主管係が不明の場合主管課等に属する部署であって，裁判所の長が実

施細目で定めるもの

2受付手続

（1）総務課等の受付所において司法行政文書を受け付けたときは，封筒又は司

法行政文書の余白に受付日付印（別紙様式第1の1）を押す。この場合にお

・いて，司法行政文書が書留郵便物であるときは，特殊文書受付簿（別紙様式

第2）に所要の事項を記載する。

（2） 当直員が司法行政文書を受け付けたときは，封筒又は司法行政文書の余白

に当直受付日付印（別紙様式第1の2）を押す。この場合において，司法行

政文書が書留郵便物又は使送による司法行政文書であるときは， 当直文書受

付簿（様式は，別紙様式第2に同じ。 ）に所要の事項を記載し，その他の司

参

第2
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法行政文書であるときは，主管課等ごとに取りまとめ， 当直文書受付簿に通

数を記載し，受け付けた司法行政文書は， 当直事務終了後，速やかに総務課

等に引き継ぐb

3配布

（1）総務課等は，受付手続を終えた司法行政文書を主管課等に速やかに配布す

る。この場合において， 当該司法行政文書が特殊文書受付簿又は当直文書受

付簿に記載した司法行政文書であるときは，それぞれの受付簿をもってその

授受を明らかにしなければならない。

（2） 文書管理システム， ファクシミリ，電子メール，使送等により司法行政文

書の送付を受けた部署は， 当該司法行政文書の主管係ではないことが判明し

た場合には， 当該司法行政文書をその主管係に配布する。文書管理システム

により事務局の課等に宛てて送付を受けた司法行政文書の主管課等が異なる

場合には， 1の(4)のイの定めにより裁判所の長が定める部署が当該配布事務

を行う。

（3）文書管理システムにより送付を受けた司法行政文書を配布するときは，主

管係を文書管理システムに登録した上で，配布しなければならない。

4 開封

封書は， 「秘」又は「親展」の表示のあるも､のを除き，主管課等において開

封する。ただし，主管課等が明らかでない封書については，総務課等において

開封する。

5 受理

（1） 主管課等は，司法行政文書（管理通達記第4の3の(4)に定める保存期間を

’年以上とする必要のない司法行政文書（以下「短期保有文書」 という。 ）

を除く。 ）を直接受領し，又はその配布を受けたときは， 当該司法行政文書

の受理を文書管理システムの受付の機能を利用して,.又は文書受理簿（別紙

様式第'3）に所要の事項を記載する方法により行うものとする。司法行政文

‐
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｡

書を文書管理システムにより受理する場合には，次に掲げる事項その他の文

書管理情報を文書管理システムに登録する。

ア件名

イ受理した日

ウ文書番号

（2） 文書番号は，次のとおりとする。

ア文書番号は，主管課記号及び進行番号によって構成する。

イ主管課記号は，庁名及び主管課等名を表す文字を用いる。

ウ進行番号は，文書管理システムに登録した主管課記号別の番号又は文書

受理簿若しくは文書発送簿（別紙様式第4）の進行番号とし，暦年ごとに

更新する。

（3） 主管課等は，直接受領し，又は配布を受けた司法行政文書が電子文書以外

のものであるときは， 当該司法行政文書の第1ページの余白に受理印（別紙

様式第1の3）を押し，受理した日及び主管課等名を明らかにする。

6 現金書留郵便物の取扱い

(1)現金書留郵便物の取扱いについては，取扱者の範囲を限定し，授受及び保(1)現金書

（

小

管に注意

（2）裁判所

7金銭等添

主管課等

直接受領し

なければならない。

長は，現金書留郵便物の取扱いを定める。

文書の取扱い

，現金又は有価証券その他の有価物が添付された司法行政文書を

又はその配布を受けたときは， 当該司法行政文書の余白にその金

量等を記載した上，押印しなければならない。ただし，文書管理

、

額種類，数量等を記載した上，押印しなければならない。ただし，文書管理

システムにその金額，種類，数量等を登録したときは， これを省略することが

できる。

8 開封及び受理手続の特例

裁判所の長は，その庁の実情により特に必要があるときは，総務課等におい



て他の主管課等宛ての封書（ 「秘」又は「親展」の表示のあるものを除く。 ）

の開封及び司法行政文書の受理手続を行う旨を実施細目に定めることができる。

第3 司法行政文書の処理

1 司法行政文書の起案

（1） 司法行政文書（短期保有文書を除く。 ）を起案したときは，その起案をし

た者（以下「起案担当者」 という。 ）は， 当該司法行政文書について，次に

掲げる事項その他の文書管理情報を文書管理システムに登録する。

ア件名

イ起案した日

ウ文書番号

エ大分類， 中分類及び名称（小分類）

オ共有区分（当該司法行政文書及びその文書管理情報を文書管理システム

上で閲覧できる者の範囲をいう。第13の4の(2)において同じ。 ）

力決裁の区分

（2）決裁の区分及び種別は，実施細目で定める。

（3）裁判所の長，知的財産高等裁判所長若しくは支部長，簡易裁判所の司法行

政事務掌理裁判官又は事務局長若しくは知的財産高等裁判所事務局長の決裁

は，特別の取扱いを必要とする場合を除き，総務課等又は知的財産高等裁判

所事務局庶務第一課を通じて受ける。

2 関係課等の長の決裁

（1）起案した司法行政文書（以下「起案文書」 という。 ）の内容が，他の事務

局の課等の事務と密接に関連するものであるときは，主管課等の長の決裁を

受けた後に当該他の事務局の課等（以下「関係課等」 という。 ）の長の決裁

を受けなければならない。

（2） 主管課等の長の決裁を受ける前に，起案文書の内容につき，関係課等の長

の同意が得られ，それを起案文書に表示しているときは， (1)の定めにかかわ

（
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らず‘関係課等の長の決裁を要しない。

（3） (2)に定める同意を得た起案文書について，その内容を変更したときは，そ

の旨を関係課等に通知した上，変更した内容について(1)に定める決裁を受け，

又は(2)に定める同意を得なければならない。

3 決裁日の登録

起案担当者は，決裁を受けた起案文書（短期保有文書を除く。 ）の決裁日を

文書管理システムに登録するも

4供覧手続

受理した司法行政文書について供覧を受ける手続は，決裁手続に準ずる。

5 同時決裁

司法行政文書に関し報告，回答等を要する場合又は許可，認可等の処分を要

する場合において，事案が定型的なものであるときその他特別の考案を要しな

いものであるときは，当該司法行政文書の供覧は，決裁手続と併せて行うこと

（

ができる。

6発送手続

（1） 司法行政文書（短期保有文書を除く。 ）の発送は，文書管理システムの施

行の機能を利用して行うものとする。ただし，必要に応じて， ファクシミリ，

電子メール，郵便又は使送便により発送することができる。

なお，短期保有文書の発送は， ファクシミリ，電子メール，郵便又は使送

便により行う。

（2）発送する司法行政文書（短期保有文書を除く。 ）には， 日付及び文書番号

を記載し，必要に応じて発信者の職印を押す。ただし，書簡及び事務連絡文

書については，文書番号の記載を要しない。

なお，発送する短期保有文書には， 日付を記載し，必要に応じて発信者の

職印を押す。

（3）文書番号（主管課記号部分を除く。 ）を文書発送簿の進行番号とするとき

L



は，文書発送簿に所要の事項を記載する。

（4）裁判所に対して発送する司法行政文書(短期保有文書を除く。 ）.には，分

類記号を記載する。

（5）分類記号は，別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

（6）事務局の課等が郵送しゞ又は使送する司法行政文書は，別段の定めのない

限り，総務課等がこれを取りまとめた上，郵送又は使送の手続を行う。

（7）使送するときは，送付簿（別紙様式第5）をもって司法行政文書の授受を

明らかにしなければならない。

（8） 司法行政文書（短期保有文書を除く。 ）を発送するときは，発送日を文書

管理システムに登録する。

第4資料文書の登録・

事務局の課等は，起案文書及び第2の5の定めにより受理した司法行政文書以

外の司法行政文書（短期保有文書を除く。第4において『資料文書」 という。 ）

を作成し，又は取得したときは， 当該資料文書に係る文書管理情報及び当該資料

文書（電子文書に限る。 ）を文書管理システムに登録する。

第5 システム等管理簿による管理

事務局の課等は，司法行政事務を処理するための情報システム（ハードウェア，

ソフトウェア，ネットワーク及び記録媒体で構成されるものであって， これらの

全体で事務処理を行うものをいう。 ）及び文書管理システムに登録することがで

きない電子文書については，当該情報システム及び電子文書をシステム等管理簿

（別紙様式第6）に登載することにより管理する。

第6 司法行政文書の閲覧及び借出し

1職員は，司法行政文書を閲覧し，又は閲覧のため借り出すことができる。

2 司法行政文書の閲覧及び借出しの手続は，実施細目で定める。

第7 司法行政文書の整理

（

、

1 ファイルによる管理



（1） 司法行政文書（短期保有文書を除く。 ）は，事務局の課等ごとにファイル

・ 単位で管理する。

（2） ファイルを作成したときは， これを文書管理システムに登録する。

2保存期間表

（1） 管理通達記第4の3の(1)の標準文書保存期間基準（以下「保存期間表」 と

いう。 ）の様式は，別紙様式第7のとおりとする。

（2） 管理通達記第4の3の(2)のただし書の秘書課長が定める保存期間表の例は，

別表第1から別表第3までの標準文書保存期間基準（保存期間表）例とする。

（3） 文書管理者は，管理通達記第4の3の(1)の定めにより定めた保存期間表に

ついて，必要があると認めるときはその変更をしなければならない。

（4）文書管理者は，保存期間表を管理通達記第4の3の(1)の定めにより定め，

又は(3)の定めにより変更したときは，その旨を総括文書管理者に報告しなけ

ればならない。

8 司法行政文書の保存

1 電子文書（短期保有文書を除く。 ）は，文書管理システムに登録する方法に

より保存する。ただし，文書管理システムに登録することができない電子文書

については，パスワードを設定する等により改ざん，漏えい等を防止するとと

もに，適正かつ確実に利用することができる適切な方法により保存する。

2電子文書以外の司法行政文書（短期保有文書を除く。 ）は， ファイルごとに

物理的な簿冊（以下「事務記録」 という。 ）にまとめる方法により保存する。

ただし，年度ごとに分界紙で仕切る等， ファイル単位による文書管理に支障が

生じない措置を講じたときは，複数の事務記録を合冊することができる。

3事務記録には，背表紙（別紙様式第8）を付す。この場合において，必要に

応じ， ､所定の事項を記載した目録（別紙様式第9）を付すことができる。

（
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第9 ファイル管理簿

1 ファイル管理簿の様式は，別紙様式第10のとおりとする。



2 管理通達記第5の2の定めによるファイル管理簿への記載又はその記載の削

除は，総括文書管理者が定める期限までにしなければならない。

3 文書管理者は，その管理するファイルについて，管理通達記第6の3の定め

による保存期間及び保存期間の満了する日の延長，第12の1の定めによる所

管換え等により，管理通達記第5の2の(1)に掲げる事項に変更が生じたときは，

当該変更についてファイル管理簿の記載事項を更新しなければならない。

4文書管理者は，管理通達記第5の2の定めによるファイル管理簿への記載若

しくはその記載の削除又は3の定めによるファイル管理簿の記載事項の更新を

したときは，その旨を総括文書管理者に速やかに報告しなければならない。

5総括文書管理者は，事務局の課等のファイル管理簿を取りまとめ，所属する

裁判所のファイル管理簿を調製する。

第10統合及び分割

1 文書管理者は，必要があると認めるときは， ブァイルを統合し；又は分割す

ることができる。

2文書管理者は， ファイルを統合し，又は分割したときは，文書管理システム

にその旨を登録しなければならない。

第11 司法行政文書の廃棄及び保存期間等の延長

1 廃棄

（1） 管理通達記第6の2の(2)の定めによるファイルの廃棄は，総括文書管理者

の承認を得て，速やかに行わなければならない。

（2） 文書管理者は， ファイルを廃棄するときは，文書管理システムにその旨を

登録しなければならない。

（3） 管理通達記第6の2の(3)の廃棄簿の様式は，別紙様式第11のとおりとす

（

（

る。

(4) 管理通達記第6の2の(3)の定めによる廃棄簿への記載は，第9の2に定め

る期限までにしなければならない。



（5）短期保有文書については，事務処理上必要な期間が満了したときに廃棄す

るものとする。

（6）短期保有文書であって，管理通達記第4の3の(4)のアからキまでに該当し

ないものについて事務処理上必要な期間が満了し，廃棄しようとするときは，

文書管理者が，管理通達記第4の3の(2)のウ若しくはエ又は同(5)に定める司

法行政文書に該当しないかを確認し，廃棄するものとする。この場合におい

て，文書管理者は，廃棄した短期保有文書に係る業務の類型及び廃棄をした

日について記録し，総括文書管理者があらかじめ定めた一定の期間終了後，

これを総括文書管理者に報告するものとする。

（7）総括文書管理者は， (6)の定めによる報告を取りまとめ，速やかに公表する

ものとする。

（8） 司法行政文書を廃棄する場合には，細断，溶解，データの抹消等再利用で

きないよう適切な方法により処分しなければならない。

2保存期間等の延長

文書管理者は，管理通達記第6の3の定めによりファイルの保存期間及び保

存期間の満了する日を延長したときは，延長後の保存期間及び保存期間の満了

する日を文書管理システムに登録するとともに， 当該ファイルに係る事務記録

の背表紙に延長後の保存期間の満了する日を記載する。

第12所管換えの手続

1 文書管理者は，組織の改廃，事務の分掌の変更等により事務局の課等の所管

する事務が変更されるとき又は職員の人事異動等により当該職員に係る司法行

政文書を管理する部署が変更されるときは，新たに当該事務を所管し，又は当

該司法行政文書を管理する事務総局等の課，最高裁判所の裁判部又は事務局の

課等に， 当該事務又は当該職員に係る司法行政文書を管理するファイルの所管

換えをすることができる。ただし，事務の廃止等により当該事務を所管する事

務局の課等が存在しないとき又は明らかでないときは，総括文書管理者が指定

（

(.．



する事務局の課等に所管換えをするものとする。

2文書管理者は，所管換えをするときは，文書管理システムにその旨を登録し

なければならない。

第13秘扱文書の取扱い

1 取扱基準

（1）職員の個人情報が記載された司法行政文書その他の取扱者の範囲を限定す

る必要がある司法行政文書（以下「秘扱文書」 という。 ）は，授受及び保管

に特に注意する等慎重に取り扱わなければならない。

（2）秘扱文書及びその取扱者の範囲は，実施細目で定める。

2秘扱文書の文書番号

秘扱文書の文書番号は，主管課記号の末尾に「秘」 と記載するほか，一般の

司法行政文書の例による。ただし，文書管理システムに登録しない秘扱文書の

進行番号は，秘扱文書受理簿（様式は，別紙様式第3に同じ。 ）又は秘扱文書

発送簿（様式は，別紙様式第4に同じ。 ）の進行番号とする。

3 開封

（1） 「秘」又は「親展」の表示のある封書は，名宛人又は名宛人の指定した者

が開封する。

（2） 1の(2)の取扱者以外の者が開封した封書内の司法行政文書が秘扱文書であ

ったときは，受理手続をとることなく；直ちに当該秘扱文書を当該取扱者に

配布する。

4受理の手続

（1） 秘扱文書の受理については，秘扱文書として文書管理システムに登録し，

又は秘扱文書受理簿に所要の事項を記載して秘扱文書受理印（別紙様式第1

の4）を押すほか，一般の司法行政文書の例による。

（2）秘扱文書として文書管理システムに登録したときは， 当該司法行政文書の

共有区分の登録に留意しなければならない。

（

〔



5 決裁及び供覧の手続

秘扱文書についての裁判所の長，知的財産高等裁判所長若しくは支部長，簡

易裁判所の司法行政事務掌理裁判官又は事務局長若しくは知的財産高等裁判所

事務局長の決裁又は供覧は，第3の1の(3)の定めにかかわらず，主管課等にお

いて，直接，受けることができる。

6 発送の手続

（1）秘扱文書の発送手続については，次に定めるほか一般の司法行政文書の例

による。

（ ア文書管理システム又は電子メール等による発送の場合には，受領者の選

択に留意する。

イ文書番号（主管課記号部分を除く。 ）を秘扱文書発送簿の進行番号とす

、 るときは，秘扱文書発送簿に秘扱文書の所要の事項を記載する。

ウ封筒を使用して発送するときは，封筒の表に「秘」又は「親展」の表示

をする。

(2) 秘扱文書の発送は，郵送及び使送に関する事務を除き，主管課等が取り扱

ｰ

フ。

7事務記録の管理

秘扱文書は，一般の司法行政文書をとじ込んだ事務記録とは別の事務記録と

し，表紙又は背表紙に取扱者の範囲の限定を要する旨を表示する。

第14 司法行政文書等の取扱いに関する特例

1 支部（知的財産高等裁判所を除く。 ） ，出張所及び簡易裁判所（以下「支部

・等」 という。 ）については， この通達のうち第5の定め及び文書管理システム

を利用して行う事務に関する定めは適用しない。

2裁判所の長は，本庁と管内の支部等との間の司法行政文書（以下「管内文書」

という。 ）の取扱いについて，実施細目において，次に掲げる定めその他のそ

の庁の実情に応じた特別の定めをすることができる。



（1） ．管内文書について，支部等においては文書受理簿又は文書発送簿への記載

を省略することができること。

（2） 上級庁からの通達又は通知を，支部等に対して通達又は通知する場合には，

本庁において文書番号の記載を省略することができること。

3 支部等におけるファイルの作成について，別表第1 「事項」の欄に掲げる事

項ごと （当該事項内で保存期間が異なる場合には，保存期間ごと）に1ファイ

ルとすることができる。

4支部等においては，帳簿等（別紙様式第2から別紙様式第5まで及び別紙様

（ 式第8）について，適宜の様式のものを使用することができる。

L
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標準文書保存期間基準（保存期間表）例
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1 規則若しくは

規程の制定又は

改廃及びその経

緯

2通達の

は改廃及

経緯

樒
坤
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(2)制定又は改廃

(3)官報公告

(4)解釈又は運用の
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(5)制定され，又は

改廃された最高裁
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(1)立案刀検討そ
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の
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運用
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決裁文番

官報公告に関する文

番

§

文書
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めの決裁

制定され，若しくは

改廃された最高鍔リ

所規則若しくは最高
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廃された通遠又はそ
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料

官報公告の写し

逐条解説，ガイド

ラインb通達運

用の手引

録
画

基本計

通運案

通運，ガイドライ

ン,運用の手引

露
痔

規則‘

改廃等

錘
賑
通
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にその識

局
び

(1)鋳胤厨の設立，
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停止, 副砿復活及
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案の検討その他の

重要な経緯

(21部の増減に関す

る立案の検討その

他の重要な経緯

改

ノ……

ウ計画の実施に関

する文番

ア
●

立案瑠篭文書

イ

ウ計画の実施に関

する文替

ア立塞礎華

実施に関

基本方針

画 ．

基本計

協職露,回答番

，
》

恥
案
し

読
癖

諦
画

基本計
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実施計画番

畢
画

基本計
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実施計唾
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イ内蔚鯛… 協雛鴎回答書

配布資料

(2)錨倒信以外の職

員の配置及び事務

分配に関する立案

確討その他の重

要な経緯

ア立案基礎文書

イ内部調整文書

ウ鉾i官以外の職

員の配殴及〔j癖

分配に関する意思

決定が記駁された

文書

《
画

基本計

…回答番

実施計画番

5下級調司断の

裁判官会議の決

定又は了解及び

その経緯

下鑛啄の裁判官

会議に付された案件

に関する立案の検討

及び付確その他の霞

要な経緯

ア立案基礎蕊

イ

ウ

畢
画

基本計

配布資料

伊内g五一一■ーｰ了一℃

裁判官会雛 組ろ－03 立案,配布資

料

鷲
会議雛

10年

10年

、 回J煽疹百＝Uノ

配属，修習，曙

督等に関する事

項

司法修習

修習，監

る業務

ノエ蕊謹蝿…

イ検

士会

録
画

基本計

峰
》
回謡

実施報告番

》
畷
生 組ろ－04 基本計画

検察庁及ひ弄

謹士会との協

鮭

修習実施状況

5年

5年

5年

7

》
蕊

執行官の職務,監督

等に関する業務

ア 執行官の職務，

“等に関する連

絡蝿

イ 執行官の職務，

謡等の状況が記

録された文番

一ﾛ詫勺通遠

査察結果報告番

執行官“） 組ろ－05 連絡文搭

職溌監督等

の状況

5年

5年 ．

8鯛停官,鯛停

委員，専門委員，

司法委員,鑑定

委員，参与員 、

糖神保…員

及び精神保健参

与員に関する事

項

調停官,調停委員，
一

専門委員司法委員

鑑定委員,参与員

諦
辮
保鶴31員及

0

り

び

保健参与員に閲

する業務

調停官,鯛停委員，

軒ﾖ委員，司法委員

鑑定委員，参与員

精神保健審判員及

3

0

び

精神保健参与員に関

する連絡文書

一時的通達 》
畷

組ろ－06 連絡文書 5年

9職員の定員配

澄に関する事項

砥に関 職員の定員配

する連絡文番

瞳に関 定員“） 組ろ－07 連絡文番 5年
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の設立,廃止，
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緯 イ退職手当の支給
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別表第3のとおり
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》
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報告書

胸分限及び懲戒に

関する業務

イ 分限及ひ¥鍼に

関する文替

一時的通達

上申識報告啓

⑪人事に関する職

員の苦情に関する

業務

人事に関する職員の

謝宵に関する連絡文

書

一時的通達

⑫”調,休暇

職員団体その他の

；驍に関する業務

《13Mこ咳当するも

のを除く。）

3 ア 勤務時間，休暇，

職員団体その他の

服務に関する連絡

文審

イ勤務時間，榊侵 『

職員団体その他の

I鱸に関する文番

ｳに駕鱸’
エ裁判

関する

宮の休業に

文書

オ人率癖

-H舗勺通達

職務専念義務免除

請求啓轍回申出

鋤，休憩時間短

縮申出露休憩時

間割当表，旧姓使

用申出番，通知鱈

#鏡ﾄ嶽輝認申謂

遜外匡脈行承認

請求書

請求鑑通知番

別表第3のとおり

ア職員のﾇ“許

可の申舗聲及び当

該申謂に対する許

可に関する文書

申謂審,承認番．



に係る特定日以後

3年

詳可の申謂錘び

当咳申諮に対する

許可に関する文番

ウ人零t鰯 3のとおり 別表第3のとおり

5年側裁判官以外の職

員の人事龍鋼こ関

する業務

－8舗麺選 人事肥録睡

絡文謝

裁判官以外の職員の

人事記謝こ関する連

絡文番

入る－12

(15）裁判官の履歴番

の保管に関する業

務

錨削宮（ｦ観掴の

履歴番

I砿密 履歴書入る－13 5年

(】，栄典又は表彰の

授与又は剥奪の重

要な経緯

-H舗麺達 栄典鯉絡文

翻

ア栄典又は表彰の

授与又は剥奪に関

する連絡文番

入る－14 5年

栄典イ栄典又は表彰の

授与又は剥奪に関

する文書

上申書,伝達文懇

受章者名簿

10年

(m出張及ひ稲築に

関する業務

一日舘誼菌選 出張,招築

嘩銅

ア出張及び招集の

命会舗認等に関

する連絡文審

5年入る－15

全

（ 出張招集イ出張及ひ招集の

命令，舗認等に関

する文書

5年※
●

判事補海外目岸及

U鍵靭諺I研究に

関する決裁文書

ウ判事揃鐵卜留崇

長期在外研究に関

する文番

出張睡卜留

詞

5年

短期在外研究に関

する決裁文番

エ鐡闘妙ﾄ研究に

関する文審

3年

ﾀ個司法事傭研究

に関する決裁文書

オ外国司銅FI"

究に関する文書

延

絡霊）

(IB)人事報告に関す

る業務

ア人事報告に関す

る連絡文番

-B粕勺通達 5竿入る－16

イ人事報告

(旧）会同又は会議に

関する業務

ア会同又は会礒の

開賎に関する重要

な経緯

開催通知 会同，会議 3年入る－17

配布資料イ会同又は会雛に

提出された文書

鮭事録結果報告

書

ウ会同又は会鍛の

結果が記録された

文書
（

鋤職員の人覗こ関

する業務《lから

0鱸でに骸当する

ものを除く。 ）

一時的通達 5年ア職員の人事に関

する業務について

の－8粕勺な連絡文

、番

※入る－20－

A

入る－20－イ人獅付職ｳ事

務に関する錘

1年※ ※

人…別喪3のとおりウ人…

15舩務に関す

る癖

(1) ：錨一般に関す
匂

る業務

事件の受付及ひ扮配，

開廷騎引の指定，法

廷警備その他の訟務

一般に閲する連絡文

書

一噸龍魎達 舩務一般騒務“） 5年訟ろ－01

(2)民事に閲する業

務

民事実体法及ひ露

所訟，人事訴訟，民

弱醗，民事執行，

破産…，人

身保護その他の露

に関する連絡文書

一時的通達 民事 5年舩ろ－02

(3)商事に関する業｜商事実体法及び会社 ’－8粕勺通達 舩ろ－03 1商事 5年
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〃
ｆ
ｌ
処

〔

妓尚誠”aら、

箔趨事件§

の嘩，検査農

潟する文書

塾蓉罐lFE

■

■

Ｆ

■

■

０

，

■

、

■

、

■

Ⅱ

０

９

昼

６

７

・

品

。

ｏ

◇

４

，

口

。

1年波厩裁からの罰

則番の送付，事ド

劉係の案内書の脅

禰に関する文謹

夢件“システ」

こ関する文審

訟廷事務に関･；

る業務について、

一ﾛ舗勺…閏圃

訟ろ－04 鯛停 5年

訟ろ－05 行政事件 5年

訟ろ－06 刑事 5年

訟ろ－07 家事 5年

訟ろ－08 少年 5年

訟ろ－09 弁護士 5年

訟ろ－10 事件報告 5年

訟ろ－11 官報 3年

訟ろ－ユ2 鍔保存 5年

訟ろ一ユ3 会同，会議 3年

訟ろ－14 図譜資料 3年

訟ろ－15－

A

連絡文書 5年

(4)調停に関する業

務

調停嫁率調停を除

く。 ）に関する連絡

文番

-W舗掘達

(5)行政率

る業務

件に関す 》
》

に関する識 一ﾛ粕勺通達

(6)刑事に関する業

務

刑専実体法及U刑事

訴訟,刑事補償恩

赦刑率施設その他

の刑蕊並びに心神喪

失等の状態で重大な

他害行為を行った者

の医療及び観察等に

関する法律による審

判等に関する連絡文

書

－8鋪，通達

17)家事に関する業

務

家事調停

事に関す

一ﾛ舗掘達

(8)少年に関する業

務

一時的通達

(9) －H”リエ9回Ⅱ堅

nm事件報告

る業務

に関す 裁判，審綱汲び調停

の事件報告に関する

連絡文書

-B舗勺通達報告

文書

0ル官報掲戦に関す

る業務 ，

》
謡

に関する連 －04”ソユリ型】空

⑫事件記録の保存

に関する業務

1禾ｲ子健闘 脾､淵訂唾､壁

(13)会同又は会議に

関する業務

ア会同

開催に

な経緯

イ会同又は会議に

提出された文書

ウ 会同又は会議の

結果が記録された

文書

開催通知

配布資料

》
書

結昇顎浩

(剛 訟廷用

耀
塞

確
癌

※



し提訴予告通知が

送付された場合の

法務省又は担当法

務局からの通知，

資料調遡國霊i

予告通知番の写し，

民率訴訟法第13

2条の2第1項に

よる提訴前照会，

同回答磯民烈駈

舩法第132条の

4第1項による提

詠前証拠慎集処分

の申立番

司法共助（嘱託・

受託）に関する文

書，裁判員関係，

宮公署等からの照

会（行政共助）に

関する文番

国を当事者とす

る訴訟に関し提訴

予告通知が送付さ

れた場合の提翫予

告通知に関する文

審

訴訟係属通知．争

訟事件の貨料調査

回答書,訴状の写

しj期日呼出状の

写し，答弁番の写

し，準鯛番面の写

し，各種申立密の

写し， 口頭弁鯰調

番の写し，証人等

調書の写し‘番証

の写し，判決通知，

判趣の写し，和

解鯛番の写し，上

所申立通知

ウ国を当事者とす

る所訟の提起その

他の読訟に関する

重要な経緯に関す

る文番

争訟事件資料 読訟が終結する日

に係る特定日以後

10年

訟ろ－ユ5－

C

／
Ｉ
、

す関に箒
蓉
６
る

１ (1)債權歳入及び

収入に関する業務

ア債権の発生，服

行の舗求保全

内容の変更並びに

効力の変更及ひ梢

滅に関する文密

霜
癖
》

》
梱

会計… 会ろ－01 債権の発生

履行の謂求，

保全内容の

変更並びに効

力の変更及び

消滅

5年

イ貼用印紙つづり 貼用印紙つづり 5年

-B諸勺通達 癖
呼
麹

ウ償樋歳入及び

収入に関する連絡

文番

5年

（ エ歳入に関する鉦

1…又はその副

本並びに齢,歳

入及ひ収入に関す

る計算書等の爵体

麺…又はその

副錘UWこ計算鑑

通知謹及て鰯浩啓

の副本

債樋,歳入及

ひ取犬征拠

書窺計算書

副詞

5年

現金領収証審

原符

現金倒叉鉦…オ現金領収証慾原

符．

5年

力債権歳入及び

収入に関する蕊

（アからオまでに

骸当するものを除

く。）

歳入及ひ収入に関

する侭権勢鱈蕊圃

知書,歳入徴収済

額報告錘U鍛入

決算純§箭騨告審

の副本債橘現在

鋼圃知審b歳入実

績に関する鯛壷蒙，

報告窪現金残高

等確鋸表

償椹歳入及

ひ収入

3年

扇零聴彌 二 二
会、 別表第3のとおり

会ろ一o2 支出@画ﾔ聡

類計算密冨



等の副本 の副本 詞

イ預託金領収証書預託金瞬反証趣
小切手原符 小切手原符

支出（預髭金

領収§唾小

切手原獅

5年

支出睡絡文

翻ｳ支出に闇する連 |"舗握終文書
零
－
零エ支出負担行為計

画示達麦支払計

画示達表

糖

》

》
》
》

》
》
》
表

オ予算の瑠額(営

籍予算を除く。） ，

繰越し及び過隼度

支出に関する文書

※ 予算 5年

函
》
》
捺
癖
瞥

力

蕊蕊駕！
》
》
》
》

5年

P

キ前渡資金受払日

計表

前渡資金受払日計

表‘…高等確

認表

』
》

3年

（

ク支出に関する文

書（アからキまで

に該当するものを

除く。 ）

日銀月計突合表，

国庫金振込請求書

及び明罐(燭，

諸報告伎出実穎

報告書等の定期報

告霊） ，支出額報

告鑑予算過不足

調鶴国庫金振込

請…え，一括

鯛達協驍雷

支出 3年 I

．
ー

会ろ－0 品（契約鋤品“勺鋤 5年

ケ会計帳簿

(31物品に関する業

務

ア物品の契約に関

する文密

契約識附属番類

軸品書を諒島）

イ物品の契約に係

る決裁文播及びそ

の他契約に至る過

程が記録された文

審（アに該当する

ものを除く。 ）

蕊蕊懲職 》
》
蝉

契約が終了する日

に係る特定日以後

5年

k

ウ物品の管理に関

する通路文書

一啼迩面垂 5年

エ物品の購入等の

計画に関する文書

計画識附属番類 5年

オ物品の管理に関

する承認識決議

鑑及び命令書

承認書…

命令書
》
》
鋤

5年

力管理換物品引渡

通知鑑管理換協

：霊送付通知替

管理換物品引渡通

知窪塞掴罎

番（同意書を含竜恥

） ，送付通知番

…品引

渡通知識管

理換協譲践

送付通知書

3年

物品（計算書
r、

キ物品に関する計

算番の副本

計算書の畠1体 5年

ク物品増減及び現

在額報告書の副本

並びに物品の無償

貸付‘艤与及び寄

贈に関する文書

報告書の副本 物品増減及び

現在額報告番

の副錘UWこ

物品の無俊貸

付腰与及び

寄鰡に関する

3年



〆

！
｜ ’ ’

1年

別表第3のとおり

5年

5年

（

5年

（ 5年 ．

5年

5年

3年

’ 5年璽有財産僻

皆）

’ ’

ケ物品に関する文

番（アからクまで

に該当するものを

除く。 ）

物品調求臨物品

修理等謂求搭,物

品受嬬数避調

査審

．会計帳簿 月I嬢第3のとおり

(4)役務に関する業

務

ア役務の梁絢に関

する文番

イ役務の契約に係

る決…びそ

の他契約に至る過

程が記録された文

書（アに咳当する

ものを除く。 ）

ウ に鐸
》

関する連

エ役務の計画に関

する文番

オ役務に関する文

書（アからエまで

に咳当するものを

除く。）

契約識附属番窺

録音反訳方誇り用

事件一覧蒄磁園

知

耀臺識．

舞勺通達

計画露附属番頭

※

(5)営繕に関する業

務

ア設計図面

イ宿舎新営の工副F

請負に関する契約

識又はその爵体汲

ひ附属癖並〔脚こ

引渡証

ウエ蕊腎負に関す

る契約悪又はその

副本及ひ附属密類

i虹沢に引渡証(イ
に該当するものを

除く。）

エエ津諦負に関す

る契約に係る決裁

文悲及びその他契

約に至る過程が紀

録された文番（イ

及びウに該当する

ものを除く。 ）

､オ営繕

絡文番

に関する連

力営繕計画

る文書

に閲す

キ営繕に関する文

番（アから力まで

に該当するものを

除く。 ）

設計図面

麺
》
附属癖，

契約護I

引渡証

#属番類，

篭蕊協難．

一時的通達

技ｳ癌濁sk工

程表，現場代理人

届，掘塁口座届

物品

会計帳薄

会ろ－03 役務喫約額

整鍔鋤

･調

鐸
翻
6蝉文

役務(計画観

役務

会ろ－04 準
画
幟計図

錨
調
腿酪文

営繕(曾個）

営繕

》
》
価



図郁握維

持，保癌処

分）

5年

国有財産鰍

勧

5年

国有財産償

付,借入）

5年

一
く 奔

一
鐸国有財産(宿

識与）

国有財産(一

時使用）

5年

国有財産鰄

失又憾鍛損報

告）

5年

（ 国有財産 3年

会計鰻鰊

会ろ－06 保管令，保管

嬬

月I嬢第3のとおり

払渡しの終了する

日に係る特定日以

後5年

侵
鑑
》
釦

保管金,保管

有価証券“

渡し）

5年

保管金銅収証

鶴小切手原

符

5年

保管金,保管 5年

ウ 国有財産“圏窃

保存及U処分に関

する文番

承認申舗磯同副

本，協駿畿上申

番,通知書,決継

悪･国有財産受渡

証怒国有財産台

帳登職決:露，用

途廃止擢農番,鯛

書副本

エ麹勿の

築等国有財産の

得に関する文番
の

承認申3WSi同副

本，協鑛際上申

書,報告鶴通知

書,登3諏錘

取得協賎霧

オ土地及

鯛
承認申舗窪同副

申謹承認

約識契約

更新報告書

力圓有財憲に関す

る連絡文書

一ﾛ識t腫達

宿舎の貸

る文番．

宿舎貸与承露申舗

懇貸与承認識

退去届，協鑛番

ク国有財産の一時

使用に関する文番

国有財産使用許可

申謂審，国有財産

使用許可悪使用

料算識怒行政

財産の使用許可調

怒一時的使用許

可申鯖悪承認申

謂密副本，国有財

産使用許可番，国

有財産使用申謂窪

行政財産の使用許

可調播

ケ国有財産の域失

又は壌損の報告に

関する文番

滅失又1

番

ま率報告

．国有財産に関す

る文書（アからケ

までに該当するも

のを除く。 ） 帳

サ会計帳簿 別表第3のとおり

ｱ曝騨鬼
繍聴脅
蕊‘鬮鍔量入
》
》
》
》
》

イ

保管金提出磯保

管澤入通知擬

寄託霧,”癖

有価証券提出鴎

保管有価迩券受入

通知書

辨

唾
論
睡

》

ウ保管金領

4切手原符

収征鴎

駕辮“



有価証券に関する

連絡文番 蔦欝睡
振替済通知番，保

管金保管替通知書，

寄託金原票政府

保措有､郵券保管

替謂求番

オ振替済通知磯

保管金I泉管替通知

磯寄:礎原票

政府保管有価証券

保管蕊W求書

振替済通知番，

保管金保暦替

通知鑑寄託

金原票政府

保管有価証券

保管替謂求書

5年

保管会提H窪及び

保管金受入通知書

の原符

力保管金提出怒及

び保管金受入通知

害の原符

保管金提出書

及ひ裸管金受

入通知書の原

符

5年

保管金受領証醤，

保管金払込識保

管金保管替通知書

及び国庫金振替書

の原符

キ保管金受擁確

保管金払込磯保

管金保管巷通知番

及び国庫金振替番

の原符

保管金受領証

悪保管金払

込謹保管金

保管替通知書

及ひ掴嘩金握

替雷の原符

5年

保管金受払日計表，

当座預金受払日計

表，現金識高等確

認表

ク保管金受払日計

表

保管金受払日

計表

3年
ノ
ー
、

ケ保管金及び保管

有砿齢に関する

文播（アからクま

でに該当するもの

を除く。）

入金連絡響,受入

手続添付盤,電子

納付利用者登録票

保管金，保管

有価証券

3年

．会計帳簿

会ろ－07(81保管物に関する

業務

－8諦勺通達ア民事保管物押

収物等に閏する連

絡文番．

民事保繕物、

押収物等睡

絡銅

5年

イ民事保管物,押

収物等の受入れ及

び処分に関する文

番

受領票,押収物国

鋼吊属通知番

民事保管物，

押収物等径

入れ，“）

5年

処分決畿ウ函F儲物，押

収物等に関する文

書（ア及びイに骸

当するものを除く。

率艤物

押収物等

3年

（
別塞3のと 会督睡 ・3のおり

会ろ－08 封 5年

》

5年

エ会計銀簿

(9)検盃及び監査に

間する業務

ア現金物件等の

会計に関する事故

…こ関する文

書

》
》
・
鍔

》

検査

（連絡文搭）

－8舗勺通達イ検査及び監査に

関する連絡文番

5年

ウ検査の結果が記

敏された文番

収入金前渡資金，

歳入歳鋤卜現金

吻荷i癖…b

物品及び保管物の

定期及び臨時の検

恋番

》
幟

5年

｡

エ会計舜也錘の

結果が:醗された

文替

会計実"鹸翻鴬況

報告書,実地検甕

の結果に対する会

計検壷淀の照会番

及び回答番

》
》

5年

オ監査の企画及び ’剖画番 検査，監査 5年



立案に関する文審 (監劃

実施通知，監査報

告番，監査のフォ

ローアップ

力会計監査の結果

が記載された文番

（月例検査）

月例倹直熱告番キ月例検査の結果

が記栽された文番

3年

ク検壷及び監査に

関する文番（アか

らキまでに骸当す

るものを除く。）

検査，監査※ 3年

00予算執行職員等

の任免に関する業

務

-8識蝿逮,上申

番

ア予騨W刊茂員等

の任免に関する連

絡文書

》
》

会ろ－09 5年

藩職員及ひ験査

職員の任命通知啓

イ予算勢Wﾃ職員等

の任免に閼する文

書（アに該当する

ものを除く3)

予算執行職員

等(補助者任

命鋤

3年

un会同又は会議に

関する業務

ア会同又は会議の

開催に関する重要

な経緯

開催通知 会同，会議会ろ－11 3年

（
配布資料イ会同又は会鑛に

提出された文書

:翻騨j結果報告

番

ウ会同又は会駿の

結果が記録された

文書

⑫会計に関する業

務《1肋､ら0膳で

に咳当するものを

除く。）

ア会計に関する業

務についての--時

的文審

児迩手当の支給等

に閲する華“

求識改定届，現

況届，変更届，消

滅園

児童手当会ろ－12－

A

5年

児迩手当（特'購

鋤露定通知欝等

児愈手当に係る通

知に関する文遜

児童手当予算過不

足鯛遜児錘手当

・特例給付支給状

況報告番

イ会計に関する業

務についての一時

的文書

児童手当会ろ－12－

B

1年

1 財形貯蓄に関する

文書齢…に

関する霊,預貯

金等の残商報告遜

実施状況調査詞

財形貯蓄 1年

確定拠出年金に関

する文藤

1年

他省庁, 貝撤箔会

計センター等から

の不定期な照会

回答…事務連

絡等

1年※

ウー 別表第3のとおり 会 別表第3のとおり

統計に関する連 統計（事務 －01 連絡文番 5年一時鐡圃達裁判統計に関する連 5年】 裁鞘賎計の運用

に関する…

17裁判統計に

関する“ 絡文書

銃ろ－06(2)統計の|髄こ関

する業務 ,

裁判統計作減土の基

礎となる文番

資料文書 3年

(3)会同又は会議にア会同又は会議の

関する業務 開催に関する重要

な経緯．

開催通知 統ろ－07 I会同,会駿 3年



配布資料イ会同又は会雛に

提出された文番

ウ会同又は会議の

結果が記録された

文番 ．

鍍事録,結果報告

薔

(4)裁判統計に関す

る業務01め､劇3）

までに咳当するも

のを除く。 ）

一時的通達議計

システム関係到壗

“

裁判統計に関する業

務についての-8粕勺

趣

続ろ－08 5年※

18庶務に関す

る事項

(1)公印の管理に関

する業務

ア公印の管理に閲

するi嘩蕊

一時的通達 庶務摩） 庶ろ－01 奔
一
琴届番報雫

Ⅱ

イ公印に関する届

錘ひ報告番

届纒報告番

別表第3のとおり

5年(2)…礼その他

の行事の実施に関

する業務

－時的通達基本

計画

アi…礼その他

の行事の実施に関

する連絡文書その

他の基本計画文替

庶ろ－02 {…礼

実施計画書イ催斡Lその他

の行事の実施に関

する文審
（

結果報告霧ウ （…ﾈLその他

の行蛎の結果が記

赦された文審

(3)会同又は会識に

閲する業務

ア会同又は会議の

開催に関する重要

な経総

開催通知 庶ろ－03 会同,会議 3年

配布資料イ会同又は会餓に

提出された文番

ウ会同又は会鮭の

結果が記録された

文番

難事録結果報告

書

(4)率件報告に関す

る業務

ア事件腰報告裁

判率件を除く。イ

において同じ。 ）

の報告に関する連

絡文番

－時的通達 事件報告庶ろ－04 5年

イ事件に関する報

告番

報告番

（
錘嘩文

密）

(5)文替の管理に関

する業務

-B詫麺達ア文書の管理に関

する連絡文寄

庶ろ－05 5年

廃棄目録ィ霊嶋動意

思決定が記戦され

た“

文審（魔詞 5年

標準文翻顎字期間

基準(保存期間表）

ウ文書の保存期間

等が定められた文

番

文書(濡澗

間基鯛

5年

廃棄記録エ第11の1回6）

の定めによる廃棄

した短期保有文書

に係る業務の類型

及び廃棄をした日

の記録

文書曉棄記

鋼

5年

別表第3のとおり

5年(6)広報に関する業

務

ア広報の実施に関

する連絡文番その

他の銅画趣

一時的通達,基本

計画

庶ろ－06 1広報

ｲ“の翼施に関 |翼錘掴霧する文書



’
庶ろ－07 外事 5年

ろ－08 拝
一
奔庶ろ－09 庁舎管理，当

直睡絡文勧

庁舎管理 3年

（
厚生 奔

一
琴庶ろ－11 図書

庶ろ－12－

A

情報睡絡文

翻

5年

情報幅出等）庶ろ－12－

B

]年

〃
●
″
Ｅ
Ｒ
Ｌ
、

交際庶ろ－13 5年

I
庶ろ-‘5-|※A

5年一M認リス国電“

会通知文番,学会

出席者選定通知，

…担当者の

惜定磯取扱区鰄

の指電総括保

痩管雪への報告

砥

U1からu雛

鹿当さ一系き､‘

〃鴉鍾8－函！

害についてC

l勺…

認
垂
;記 結蝿I告番

(71 タ掴使節駐留

軍等との調頻交

渉等に関する業務

-8粕蝿遠

(8)出張連絡に関す

る業務

連絡文書

(9)出入商人，見崇

付
管
び

貼

趣
》

》録
》
華

食堂…監隆

当直事務等に関す

る業務

ア出入商人，見崇

掲示b文書の

撮影及ひ敬送

蝿
聴

理，公衆控所及び

食堂の繋琿鰭督。

当…等に関す

る連絡文書

イ出入商人，見学，

》
》
‐
等

痔
癖

請書及び許否の緒

果が記載された文

書

-H詫勺通達

申請趣承認番

⑩職員の福荊厚生

に関する業務

一時的通達

⑪図替及U演料（

訟廷用図番癖Iを

除く。 ）の整備及

び管理に関する業

務

図遜及ひ蜜料（訟廷

用露跨ﾄを除く。 ）

の整備及ひ藩理に関

する連絡文書
■

一時的通達

⑫傭報化及U鞘報

セキュリティに関

する業務

ア情報化及調宵報

システムの運用等

に関する文書（イ

に該当するものを

除く。 ） 0 情報セ

キュリティに関す

る内部規約の策定

等に関する文書

情報化及び情報

システムの－ﾛ粕ウ

な運用等に関する

文践傭報セキュ

リティに関する届

出，許可等に関す

る文書

イ

一日識勺通達

通知，周知文遜

届出鑑許可悪

申舗癌報告番

(剛官庁,公共団体

等との

る業務

交溌に関す

ア官康公共団体

等との夷祭に関す

る基本計画

イ 官庁,公共団体

等との率の実施

に関する文書

ウ官庁;公共団体

等との交漂の結果

が記戦された文審

拳計画霧

実施計画番

結鐸告審



イ．司法行政文書開

示申出に関する文

識保有個人情報

の開示申出に関す

る文番

庶務に関する業

務についての一時

的文番

開示申出窪開示

又は不開示通知謹

送付番,受領鑑

通知，書簡，周知

文謹開示申出の

対象となった短期

保有燕焼箆通

知書

庶ろ－15－

B

※ 1年

別表第3のとおり

(備考）

1 ※については，保存期間表を作成するに当たって適宜定める。

2 この通達において『特定日」とは，文番作成取得日において保存期間が不確定である司法行政文番について，保存期間が碓定した場合におけを

管襄通達記第4の3の(41の定めによる当骸司法行政文書の保存期間の起算日をいう。

3保存期間の起算日が異なる同一菰類の複数の文番が物理的に容易に分離できない形状で一体となっている場合には，保存期間の起算日が最も通

い文書の起算日を保存期間の起算日とし， これらを一体として管理することができる。

（

（



別紙(3)

（別表第2）

／
ｆ
Ｉ
１
、

（

33訟い－11

’ ’ ’

項番
(分類記号）

中分類 該当する司法行政文書の範囲

1 組い－01 組織一般 裁削所の組織及び運営に関するもの
2

3

4

組い－02 司法修習生

執行官

調停委員等

司 去修習生に関するもの
q

d ﾃ官に関するもの

調停官，調停委員，専門委員司法委員，鑑定委
員，参与員，精神保健審判員及び精神保健参与員
に関するもの

5
ｑ
ｄ
ｄ
■
●且い－03 定員 職員の定員配置に関するもの
6

ｑ
ｑ
ｄ
Ｆ且い－04 検察審査会 検察審査会の組織及び運営に関するもの
7 組い－05 ※ 検察庁，弁護士会その他1から6までに該当しな

い裁判所の組織に関連する事項に関するもの

8 人い－0．1 裁判官の任免，転補，報酬等 裁判官の任免，選考，転補，報酬等に関するもの

9 人い－02 裁判官以外の職員の任免，勤務
裁判所の指定

裁判官以外の職員（検察審査会の職員，執行官，
調停官，調停委員，専門委員，司法委員，鑑定委
員，参与員，精神保健審判員及び精神保健参与員
を含む。以下同じ。 ）の任免，選任，勤務裁判所
の指定等に関するもの

10 人い－03 試験 裁判官以外の職員の試験，選考等に関可
一

るもの

11 人い－04 人事評価 裁判官以外の恥負の人事評価制度に関可
一

るもの
・ 12 人い－05 給与 俸給その他の給与，級別定数，給与簿等に関する

もの

13

14

15

人い－06 恩給

退職手当

災害補償等

恩給に関するもの

退職手当に関するもの

災害補償等に関するもの
16

17

人い－07 能率

服務

能率（栄典及び表彰を含み，研修を除く。 ）に関
するもの

服務に関するもの
18 人い－08 研修 研修に関するもの
19 人い－09 分限，懲戒 分限及び懲戒に関するもの
20 人い－10 公平 人事に関する職員の苦情，異議等の申立て及びこ

れらの処理に関するもの

21 人い－11 出張，招集 出3畠及び招集に関するもの

22 人い－12 ※ 人事報告，人事記録その他の8から21までに該
当しない人事に関連ずる事項に関するもの

23 訟い－01 訟務一般 訟務一般に関するもの
24 訟い－02 民事 民事実体法及び民事訴訟，人事訴訟，民事非訟，

民事執行，破産，民事再生，人身保護その他の民
事に関するもの

25 訟い－03 商事 商事実体法及び会社更生，商事非訟その他の商事
に関するもの

26 訟い－04 調停 民事調停法その他の調停（家事調停を除く。 ）に
関するもの

27 訟い－05 行政番 箪件 行政事件に関するもの
28 訟い－06 刑事 刑事実体法及び刑事訴訟，刑事補償，恩赦，刑事

施設その他の刑事並びに心神喪失等の状態で重大
な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する
法律による審判等に関するもの

29 訟い－07
矛
牙 家畢誉』剛疹七の1巴の家事に閏す｡もの

30 訟い－08 少f
》
一
一 少年法．2の他の少年に関するもの

31 訟い－09 事イ F報告 裁判，審判及び調停の事件報告に関するもの
32 訟い－10 記録保存 裁判記録の保存に関するもの



〆

f

(備考） ※については，保存期間表を作成するに当たって適宜定める。
（

、

、

34 会い－01 会計一般 会計一般に
ヨ

するもの
35 会い－02 債権，収入 債権，歳入及び収入に関するもの
36 会い－03 支出 歳出，支出及び予算に関するもの
37 会い－04 物品及び役務 物品の管理及び役務に関するもの
38 会い－05 営繕 営繕に関するもの
39 会い－06 国有財産 国有財産の管理に関するもの
40 会い－07 保管金，保管有価証券 保管金及び保管有価証券の取扱いに関するもの
41 会い－08 保管物 民事保管物，押収物等の取扱いに関するもの
42 会い－10 ※ 34から41までに該当しない会計に関連する事

項に関するもの

43 統い－01 裁判統冒 裁判統計に関するもの
44 統い－02 ※ 裁判統計以外の統計に関するもの
45 庶い－01 公印 公印に関するもの
46

47

庶い－02 儀式典礼

会同，会議

儀式典礼及び行事に関するもの

'会同及び会議に関するもの
48 〃0 ﾐい－03 事件報告 特殊事件の報告に関するもの
49 〃 そい－04 文書 文書の取扱いに関するもの
50 庶い－05 外事・庶務関連文書 外事関係及び45から49までに該当しない庶務

に関するもの



別紙(4)

（別表第3）

（

《．

0

項番
業務に係る司法行政文書の
類型

司法行政文書の具体例 保存期間

人事帳簿

1 別表第1の14の(4)のウ，
(6)のウ関係

所得税及び住民税等の税金関係文書 7年

2 別表第1の14の⑫のオ関
係

旧姓使用者台帳 常用

3 別表第1の14の(131のウ関
係

兼業台帳 3年

4

5

別表第1の14の剛のウ関
係

身分証明書交付申請書，各証明申請書，証明に関する決裁文
書，旅行命令簿

身分証明書再発行願

3年

1年

会計帳簿

6

7

別表第1の16の(1)のキ関
係

債権管理簿

消滅した債権に関する債権管理簿，債権整理簿，徴収簿，収納
未済整理簿，過誤納額整理簿，不納欠損整理簿，現金出納簿，
代理開始終止簿

常用

5年

8 別表第1の16の(2)のケ関
係

現金出納簿，小切手振出簿，代理開始終止簿，支出負担行為差
引簿，支出決定簿，前金払整理簿，概算払整理簿，前渡資金交
付整理簿，前渡資金出納簿，前渡資金整理簿，前渡資金科目別
整理簿，債権管理簿

5年

9 別表第1の16の(3)の．関
係

物品管理簿，物品出納簿，物品供用簿 5年

10

11

別表第1の16の(6)のサ関
係

国有財産台帳，宿舎現況記録

廃止された宿舎に関する宿舎現況記録

常用

5年

12 別表第1の16の(7)の．関
係

当座預金出納簿，保管有価証券受払簿，保管票送付簿，現金出
納簿，小切手振出簿，代理開始終止簿

5年

13 別表第1の16の(8)のエ関
係

民事保管物原簿，押収物送付票押収通貨整理簿，押収物処分
簿，傍受の原記録原簿

5年

14

15

16

別表第1の16の⑫のウ関
係

消防設備管理台帳，保全台帳

児童手当受給者台帳，財形貯蓄等台帳

官用車の連打にｲ糸る栗誘圓話，安全連転管理者が備え付ける日

誌， 自動車運行表

常用

5年

1年

17 図書，雑誌及び官報の配布簿その他6から16までに該当しな
い会計帳簿

3年

庶務帳簿

18

19

別表第1の18の(1)のウ関
係

公印簿，公印の管理に関する帳簿，契印機の保管責任者につい
て定めた文書

廃止公印簿，廃止した公印の管理に関する帳簿

常用

30年

20

21

22

23

別表第1の18の(5)のオ関
係

ファイル管理簿，システム等管理簿

事務記録帳簿保存簿，廃棄簿

文書受理簿，文書発送簿，秘扱文書受理簿，秘扱文書発送簿

特殊文書受付簿，当直文書受付簿，送付簿

常用

30年

5年

3年



（

《

24

25

別表第1の18の(14のウ関
係

事務処理の委任等に関する文書，個人情報ファイル簿，特定個
人情報ファイル台帳，個人番号申告者リスト，職員の住居に関
する届書つづり

特定個人情報ファイル利用簿，廃棄簿（個人番号関係事務）
庁舎外送付簿（個人番号関係事務）
務）

3

》

送付簿（個人番号関係事

常用

3年
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別細5）

（別紙様式第7）

（第7の2関係，保存期間表）
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二 二

二
(圧ノ

l 『事項」は，司法行政文譜を作成すべき事項を，業務ごとに記戦する。
2 「業務の区分」は，事項に係る業務をその段階ごとに区分して記職する。
3 「業務に係る司法行政文番の類型」は， 2により区分された業務に係る司法行政文番を類型化して記職する。

4 「司法行政文書の具体例」は， 2により区分された業務において，法令により作成が義務付けられている司法行政文書，個行により作成されている司法行政文書等を記戦する。

率項 業務の区分
業務に係る司法行政文書
の類型

司法行政文書の具体例
分類

大分類
に

(分類記号）
.分類 名称

(小分類）
保存期間



亭琴鱸竜講料亭≠

平成30年度外国出張計画

歴

1 国際会議’ 合計3人

(1) FederalCircuitBarAssociation主催のTheGlobalSeries20180ttawa

（カナダ，約1週間） 【行政局】 裁判官1人

（2）大韓民国特許法院主催国際知的財産裁判所会議（韓国，約5日間）

【行政局】 裁判官2人

1

（
ー

1



ク

事務総局会議資料茅3
（6月旦6日開催）

0

(資料）

（平成30． 6． 26民二印）

民事事件担当裁判官等事務打合せの開催について

最高裁判所

平成30年11月16日 （金）

最高裁判所

(1) 民事訴訟手続のIT化を通じ，裁判の質を向上させるために庁

として取り組むべき課題

(2)合議体による審理の充実・活用を全庁的に進め，裁判の質を向

上させるために庁として取り組むべき課題

(1) 東京，横浜， さいたま，千葉，大阪，京都，神戸，名古屋，広

島，福岡，仙台，札幌及び高松の各地方裁判所の民事事件を担当

する裁判官各2人（部総括及び右陪席各1人）及び首席書記官各

1人

(2) 各高等裁判所の民事事件を担当する裁判官（陪席）及び首席書

記官各1人（オブザーバー）

合計 55人

主催

期日

場所

協議事項

１
２
３
４

（

出席者5

（

旬



亭誉聲蕊議料駒

(平成30． 6． 26刑二印）

簡易裁判所刑事事件担当裁判官協議会の開催について

日平成30年10月から12月中の半日

態次の各高等裁判所ブロックによる連合開催

①東京・仙台，②大阪・札幌，③名古屋・広島，④福岡・高松

所①東京，②大阪，③名古屋，④福岡の各高等裁判所

項． （1）勾留・保釈の運用に関し考慮すべき事項

（2）刑事公判事件・略式命令請求事件の処理に関し考慮す

べき事項

会開催地の地方裁判所の刑事担当裁判官（部総括裁判官） 1人

員次の(1)ないし(3)の刑事事件担当の簡易裁判所判事

なお， これらの協議員に加え，各庁の実情に応じて，若干名の協

議員を選定して差し支えない。

（1）東京，大阪，名古屋，福岡の各地裁管内 5人（うち少なく

とも3人は，原則として本庁併置簡裁の裁判官とする。 ）

（2）横浜， さいたま，千葉，神戸,札幌の各地裁管内 3人（う

ち少なくとも2人は，原則として本庁併置簡裁の裁判官とす

る。 ）

（3）上記以外の各地裁管内 2人（うち少なくとも1人は，原則

として本庁併置簡裁の裁判官とする。 ）

ただし，簡易裁判所判事の人数が10人未満の地裁管内につ

いては， 2人の出席が困難である場合は， 1人も可とする｡．

－開催地の地方裁判所の刑事担当裁判官（部総括裁判官又はそれに

準ずる裁判官） 1人

期

開催形

１
２

開催場

協議事

３
４

『

司
協

５
６ 議

（

オブザ－バー7


